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★表紙用の写真を
募集しています★

国道246号線の三軒茶屋交差点は世田谷通りも分岐する大きな交差点ですが、横断
歩道が1本しかありませんでした。このたび三軒茶屋街路のバリアフリー対策の一
環で新しい横断歩道が設置され、2010年3月に開通しました。十数年もの住民要求
がようやく実ったものです。（撮影　冨田悦哉さん）
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　4月24日、東京都世田谷区北沢の北沢区民会館
「北沢タウンホール」で第15回総会が開かれまし
た。参加者は22名、白紙委任状92通と併せて総
会定足数（92）を超え、総会が成立しました。
  まず杉田正明代表が挨拶を行いました。挨拶の
中で、杉田代表は、クルマのもたらす弊害が軽
減されているとは言えず、全体としてはいっそ
うクルマ社会化が進んでいくことが懸念される
状況の中で、私たちの会は非力であるが、様々
な人々や団体と連携しながら、各会員がそれぞ
れの持ち場でそれぞれできることを効率的に行
ってゆく必要がある、と述べました。
　代表の挨拶の後、総会議長に井坂洋士さんを
選出し、議事に入りました。2009年度の活動と
決算について報告され、承認されました。次に
2010年度活動計画案と予算が提示され承認され
ました。その後、参加者から質問や活動報告、問
題提起などがありました。
　引き続き人事関係の議事に入りました。まず
2009年度世話人を解任し、2010年度世話人立候
補者8名が承認されました。また会計監査人とし
て石本隆一さんを承認後、地域活動連絡係の紹
介がありました。（名簿は、本冊子送付時に同封
してありますので、ご参照ください。）
　参加者からの質問や活動報告、問題提起は以
下に敬称略で要旨のみ記載いたします。

・活動計画案の中で重要テーマとして取り上げ
られているものについては、どのような形でア
ピールしていくのか、明らかにしてほしい。（茨
城県：木村孝子）
・道路などクルマ社会の建築物をただ造ればよ
いと言うのではなく、補修状況などをただすた
めに政府に質問状を出すべきではないか。（茨城
県：木村啓二）
・クルマ社会の問題点は、政府・行政に意見書
を出すような形でアピールすべきだ。（東京都：
冨田）
・会の活動などを連絡する際は、メールを利用

できない人もいるということを考えてほしい。
（茨城県：木村孝子）
・カーフリーデーを実施しているのは横浜だけ
ではない。世界道路交通犠牲者の日の活動も複
数の地域で実施されている。可能であれば、そ
れぞれの地域の活動に参加するのがよい。（東京
都：佐藤）
・会の重点目標の一つとして、歩車分離信号機
設置を全国的に進めてもらいたい。（神奈川県：
田中）
・すでに八王子の長谷さんが歩車分離信号機設
置を普及させる独自の会をつくって活動してい
るのでその会に任せた方がよいのではないか。

（千葉県：清水）
・他団体が実施していることに踏み込んでもよ
い。多くの人が歩車分離信号機のことを知らな
いので、それが何なのかを知らせていけばよい。

（神奈川県：田中）
・歩車分離信号機設置の問題に関しては、主体
となって取り組むことは困難であるが、長谷さ
んからの情報に基づいて、会報などで取り上げ
ていくのがよい。（大阪府：青木）
・長谷さんは当会の会員でもあり、歩車分離信
号機設置の問題に関しては会報の中でキャンペ
ーンを実施してもらっている。歩車分離信号機
を普及させることは当たり前のことになってい
る。（千葉県：杉田）

	 第16回総会を開催	 林　裕之（世話人）リポート
会の
活動
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・歩車分離信号機を普及させることは、かつて
は会の重点目標の一つであった。（千葉県：清水）
・歩車分離信号機についての情報を会報を通じ
て共有できればよい。（東京都：佐藤）
・歩車分離信号機を一つのテーマにしたリーフ
レットを作成することを検討したい。（千葉県：
清水）
・ドライブレコーダーの全車搭載の義務化を目
指す活動をしている。また、「歩行者の安全を求
める議員連盟」の準備会を発足させた。知り合
いの議員に参加を呼びかけている。（千葉県：朝
倉）

・山形では、自転車道の社会実験が行われてい
る。その中で歩車分離信号機ができていた。（山
形県：小林）
・活動計画案の「3）地球温暖化と自動車利用の
関連を訴える」と「5）駐車場問題に取り組む」に
賛成。地方ではおびただしい数の駐車場がある。
公務員がどのくらいの割合でクルマを使ってい
るのか、公共交通機関にシフトしている者がど
のくらいいるのかを尋ねる質問状を出してみて
はどうか。そしてその回答を集めて、環境にダ
メージを与える度合いが低い順に自治体のラン
ク付けなどをしてみるとよい。（三重県：神田）

《会の活動》
●2009年4月18日、09年度の総会が開かれました。
　総会では、会員から、地域で行っている活動
について紹介する発言が多数ありました。
　そのほか、前年度行った会員へのアンケート
結果について報告がありました（詳細は会報56号
参照）。
　また、谷口綾子さん（筑波大学大学院都市交通
研究室）が、「かしこいクルマの使い方、モビリ
ティ・マネジメントの概要と事例」という題で
講演を行いました。これまでのカネ、チカラに
頼るやり方ではなく、心理にも働きかけて行動
変容をもたらすモビリティ・マネジメントにつ
いて説明しました。
●会の活動の中心となる会報の発行は、杉田（正）、
林が協力し、予定通り、7、10、1、3月に発行し
ました。
●会のホームページは清水が担当しました。近
時、インターネットでの広報が重視されてきて
おり、会報を掲載するという形で、問い直す会
の活動、主張を紹介しています。
●後藤担当の東京月例ミーティングは、月の第4
土曜日を中心に会の事務所のある生活思想社で
行われました。
　今年は、特定の分野に詳しい会員に問題意識

のあることを話していただきました。
　朝倉幹晴さんにはJR、トヨタ自動車に対する
一株株主運動について、冨田悦哉さんには自転
車交通が抱えている問題点を、鈴木一之さんに
は、東京大気汚染訴訟で学んだことなど、を話
していただきました。
●こども環境学会千葉大会が4月開催され、問い
直す会は分科会「安全と子どもの遊びが保障さ
れる環境とは ?」に実行委員として関与し、世話
人の朝倉が司会も務めました。
●09年度の問い直す会の重点活動テーマは、「地
球温暖化と自動車利用の関連を訴える」ですが、
それと関連した学習会が、8月に開かれました。
杉田（正）代表が、温暖化問題の現状、再生可能
エネルギーの現状、原子力発電、CO2地中貯留の
問題点等を解説しました。
●9月22日には横浜カーフリーデーに参加しまし
た。初年度から参加しており、6回目になります。
　今年も「道は誰のもの」「LRT紹介」等のパネ
ルを展示しました。
　また、今年は、クイズラリーの出題者になり、
歩車分離信号について出題しました。
　カーフリーデー開催都市は年々増え、9都市に
なりました。
●また、11月の第3日曜日は、国連の定めた、世

 クルマ社会を問い直す会2009年度活動報告
 2010.4.24総会決議 後藤　昇（世話人）
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界道路交通犠牲者の日に当たります。
　しかし、まだまだこの日の存在は知られてい
ないことから、知らせていくことが必要とされ
ています。北海道、東京、大阪で、世界道路交
通犠牲者の日の集いが開かれましたが、北海道
では協力を、大阪では後援をしました。
　また、地域活動連絡係の井坂洋士さんが中心
となり、広報用のリーフレットの改訂版を作成
し、会員にも配布しました。
●意見書の提出等は、問い直す会の重要な活動
です。
　世界同時不況の克服策として、国は自動車購
入補助金制度を設けましたが、制度成立前の5月
に、持続可能な地域交通を考える会（川崎市）、自
転車スイスイ（東京、小平市）と連名で反対する
意見書を国に提出しました。
　また、民主党が、高速道路無料化、ガソリン
の暫定税率撤廃を主張していることから、7月、
エコクリエーターズクラブ、自転車スイスイと
共同で、民主党、同党議員、同党候補者に、反
対意見書を送付しました。
　またパブリックコメントへの応募も重視して
います。PM2.5環境基準答申案に対し、より厳し
い基準を採用するよう、主張しました。
　また今年度は、8月に衆議院の総選挙が実施さ
れましたが、各政党にアンケートを行い、回答
についてマスコミにも発表しました。
●意見書等の提出の活動により具体的な成果も
出ました。
　問い直す会は06年に自動車のナンバープレー
トカバーの禁止の意見書を国交省等に提出する

など働きかけてきましたが（会報46号、50号参
照）、11月26日、国交省は、自動車のナンバープ
レートカバーの禁止を、10年秋をめどに実施に
移すことを決定しました。

《会員の活動》
●会員が、講演や報告をする機会がありました。
　京都の今井博之さんは、前述のこども環境学
会の分科会「安全と子どもの遊びが保障される
環境とは ?」で、「安心はエンパワーメントと安
全な環境でこそ」という講演を行いました。
　この講演内容については、問い直す会が、「子
どもにやさしい道がコミュニティを育てる」と
改題して、パンフレットにし、会員に配布しま
した。
　また、同じ分科会で、東京の佐藤清志さんは、
交通安全について遺族の立場から講演しました。
●千葉、船橋市の朝倉幹晴さん（世話人でもある）
は、市議の立場から、「安全に歩ける街づくり」
をめざして活動しています。このほか、株主と
して、JRに対して発言をしています。また6月、
朝倉さんが事務局長をつとめる歩行者株主会が、
トヨタ自動車の株主総会で、ドライブレコーダ
ーの新車への標準搭載、歩行者保護技術の開発
を求めて発言しました。
● 11月には、東京小平市の自転車スイスイ主催
で、自転車ツーキニストとして知られている疋
田智さんによる講演会「車イス、歩行者、自転
車に安全な道路交通を考える」が開催されまし
た。会員で自転車スイスイ代表の渡辺進さんは
講演会開催の中心として活躍しました。

◇新年度の重点テーマ
1）自動車利用者に社会的費用負担を求める。（担当：杉田正明）
　（ガソリン税増税、高速道路の低額化・無料化反対、クルマ購入補助反対などの活動も含めて。）
2）自動車の安全性能基準の制定を求める。（担当：杉田正明）
3）地球温暖化と自動車利用の関連を訴える。（担当：清水真哉）
4）ドライブレコーダーの全車搭載義務化を目指す。（担当：青木勝）
5）駐車場問題に取り組む。（担当：林裕之）

 クルマ社会を問い直す会2010年度活動計画
 2010.4.24総会決議 清水真哉（世話人）
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6）不必要な道路の建設反対を訴える。（担当：清水真哉）

◇問い直す会の基本的組織運営
1）年四回の会報の発行（6、9、12、3月）（担当：林裕之、足立礼子、杉田正明）
2）メーリングリストの運営・情報意見交流の促進（担当：杉田正明）
3）ホームページの運営・内容の拡充（担当：清水真哉）
4）総会などの重要な連絡を、パソコンメールや携帯メールでも送る。

◇継続して行う活動
1）東京月例ミーティングを開催する。（担当：杉田正明、後藤昇、他）
 毎月一回、土曜日の午後に、三ヶ月に一度は土曜ではなく金曜の夜に、開催します。
 また年四回この場で会報の発送作業を行っています。
2）パブリックコメントなどへの対応
  これまでも省庁などからパブリックコメントの公募があった際には適宜対応してきましたが、今後

も省庁や自治体などから意見の募集があった際には、会として、あるいは会員個人として積極的に
意見を出していきます。

3）横浜カーフリーデー（9月23日）に参加する。（担当：後藤昇）

◇実施を検討している活動
1）講演会・学習会
 自動車の安全性能基準に関する学習会（担当：杉田正明）
2）リーフレットの作成
 「社会的費用課税」（作成担当：杉田正明）
 「クルマ社会と子供たち」（担当：杉田正明）
 「自動車の安全性能基準」（作成担当：杉田正明）
 「地球温暖化と自動車利用の関連」（担当：清水真哉）
 「歩車分離信号」（担当：清水真哉）
3）「クルマ社会ミニ白書」の作成を目指す。（担当：杉田正明）
4）参議院選挙で各政党への質問状を出す。（文案担当：杉田正明）
5）「世界道路交通犠牲者の日（11月の第三日曜）」の活動に取り組む。（取り纏め担当：清水真哉）
 予定される活動地域：北海道、東京、大阪
6）「こども環境学会」に参加する。（連絡担当：足立礼子）
7）地域活動の促進
 大阪（担当：青木勝）、山形（担当：小林和彦）
8） 地域レベルでの「歩行者優先社会」の実現を

促進するため、地方議会議員へ「問い直す会」
への入会を勧めるなどの働き掛けを行う。

9）他団体との交流の促進

ハマヒルガオ（会員K・Tさんの絵）
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2009年度　クルマ社会を問い直す会　決算 2010年度	クルマ社会を問い直す会	予算
（2009.4.1 ～ 2010.3.31）（単位　円） （2010.4.1 ～ 2011.3.31）（単位　円）

収入の部 支出の部 収入の部　 支出の部
科目 予算 決算 備考 科目 予算 決算 備考 科目 予算 科目 予算 備考

繰越金 87,197 87,197 会報作成費 300,000 391,015 ＊3 繰越金 877 会報作成費 300,000 ＊7
会費 700,000 568,000 ＊1 郵送･・連絡費 160,000 161,795 会費 630,000 郵送･・連絡費 160,000
カンパ 100,000 250,670 事業費 130,000 91,775 ＊4 カンパ 190,000 事業費 100,000 ＊8
雑収入 12,803 2,700 ＊2 交通費 70,000 57,600 雑収入 9,123 交通費 50,000

事務費 10,000 12,220 ＊5 事務費 10,000
渉外費 60,000 33,285 ＊6 渉外費 40,000
事務所使用料 144,000 144,000 事務所使用料 144,000
会場費 20,000 16,000 会場費 20,000
雑費 6,000 0 雑費 6,000
次期繰越金 877

合計 900,000 908,567 合計 900,000 908,567 合計 830,000 合計 830,000

＊1　納入者157人・団体（のべ人数） ＊3　会報55号から58号分 ＊7　会報59号から62号分
＊2　会報・ブックレット等の売上 ＊4　講演会（20,000円）・冊子作製（47,250円）等 ＊8　講演会、冊子作成費等

＊5　コピー・印刷費等
＊6　･横浜カーフリーデー（3,000円）・こども

環境学会（6,000円）・世界道路交通犠牲
者の日リーフレット作成費等（24,285円）

2010年4月24日（土） 総会決議2009年度決算・2010年度予算　 青木　勝（世話人）

総会における講演会
　総会の議事および参加者からの質問や活動報
告、問題提起の後、講演会を行いました。講師
は橋本良仁さん（高尾山の自然を守る市民の会）
で、講演タイトルは「日本にまだ道路は必要か
―圏央道・八王子での経験から学ぶ」でした。こ
の内容については9月に発行予定の会報61号で紹
介します。

懇親会を終えて 後藤　昇（世話人）

　総会が終わり、6時過ぎから、同じ会場で懇親
会が開かれました。　講演をしていただいた、橋
本さんも参加しました。
　代表の乾杯の音頭の後、いつもだとしばらく周
囲との歓談の時間があるのですが、総会で話し足
りなかったせいか（総会は最後のほうが少し押せ
押せになった）、すぐ、一人一言に入りました。
　世話人に対する要望も出ましたが、それぞれ
が、地元での出来事、運動で感じたことや、生
い立ちの中から感じてきたことを出し合いまし
た。
　講演と関係することとして、三重の神田さん

から、少年時代の高尾山への遠足の話なども出
て、高尾山がいろんな人に親しまれている山で
あることがわかりました。
　懇親会は、会場や会員の帰宅の関係で、8時す
ぎには一度お開きになりましたが、まだ話した
りない人が多いせいか、その後もいくつかの塊
ができ、話が弾みました。
　私はというと、埼玉の高橋さんが、折りたた
みのできるスモールバイクに乗ってきて総会会
場にも持って来たので、見せてもらいました。ま
た、自転車を買おうと思っているので、アドバ
イスをもらいました。
　そうこうしているうちに9時近くになったので、
部屋を出ました。
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　2009年に、横浜市南区の2箇所で、市長陳情第
21-405002号（住民有志代表・永田治夫）、及び、
市長陳情第21-405003号（住民有志代表・藤本信
治）をしました。これに対する回答で、横浜市長
が示した対策（「あんしんカラーベルト事業」）が
先日実行されましたので、写真3葉を添えて、紹
介させて頂きます。

〈市長陳情第21-405002号 久保山参道の歩道
が欠落した66ｍに歩道を設置すること〉
（中田　宏市長への陳情　2009年5月22日）
　久保山参道は、当地区住民だけでなく、お彼
岸などで多数の横浜市民も利用する道路である。
……横浜市久保山霊堂の西端（＝花塚石材店の東
端）から小西斎場の東端まで、約66ｍの距離があ
るが、この間の歩道幅員は60cmもなく、3本の
電信柱が歩道を塞ぎ、また、車道がカーブする
ので、見通しが悪く危険である。この箇所は特
に危険なので、開港300周年を待たずに、改善を
図りたい。費用面では、片側幅員2mの歩道を確
保するには、市道に接する土地所有者の協力と
約40坪の土地買収費2,400万円（60万円＊40坪）な
どが必要となる。

（中田　宏市長からの回答　2009年6月19日）
　ご要望の歩道設置につきましては、ご指摘にあ
りますとおり用地の確保が必要となるため、早急
な整備は困難な状況にあります。なお、地域の皆
様のご意見を伺いながら、歩道設置に限らず歩行
者の安全性向上策について検討したいと考えてお
ります。（横浜市西区役所　西土木事務所）

〈市長陳情第第21-405003号  永田小学校通
学路に専用歩道を設置すること〉
（林　文子市長への陳情　2009年9月11日）
①永田小学校正門前の現状
　永田小学校前の信号機から永田小学校正門ま
で、約300mの距離がある。先に述べたように、
この道路の幅員は、4 ～ 5mなので、普通車がす
れ違った場合、歩行者は隅に追いやられてしま
う。この道路が永田小学校正門に至ると、幅員
は更に狭くなり、普通車の交差は出来ず、どち
らかの車は後退することになる。
　昨年、近隣住民有志が永田小学校正門前の交
通量調査を実施した。この地点での平日・朝6時
から夜12時までの、歩行者＋自転車＋犬・猫の
通行数は、上下方向それぞれ1,100名前後（約600

	 　　2010年度世話人の役割分担リポート
会の
活動

	 　歩道に関する市長陳情と回答	 田中　牧リポート
会員
の活
動

　総会翌日に開いた新世話人会にて次のように分担を決めました。どうぞよろしくお願いします。（世
話人連絡先名簿は本会報送付時に同封）

代表：　　　　　　　　　　　　　杉田正明（再任）
事務局（正）、ホームページ管理：　清水真哉（再任）
事務局（副）：　　　　　　　　　　後藤　昇（再任）
会計、名簿管理：　　　　　　　　青木　勝（再任）
会報：　　　　　　　　　　　　　	林　裕之（再任）、足立礼子（新任）、杉田正明（再任）
（非特定）：　　　　　　　　　　　朝倉幹晴（再任）、杉田久美子（再任）
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名の永田小学校の生徒・教職員を含む）である。
同時刻の貨物自動車＋自家用車＋バイクの通行
数は、上下方向それぞれ約350台前後（これに現
在、奥で開発事業のための造成・建築のための
工事車輌が通過する）である。道路が狭いわりに、
車両が頻繁に往き来する。これは、当地が三方
山に囲まれたくぼ地で、道路の先が行き止まり
であるため、永田小学校正門前を通過する以外
に迂回路が存在しないためと思われる。
②永田小学校の敷地を整備することで、歩道ス
ペースを提供すること
　永田小学校の敷地は道路に沿い、約1m高く段
差を設け、汚水浄化層と給食の配膳設備を設け
ている。永田小学校正門から生徒通用門にかけ、
上記設備を道路の水準にまで下げ、校庭の敷地
を提供することで、歩道を確保して頂きたい。
　生徒・教職員600名が一番往き来する道路で、
車がバックするなどというのは危険極まりない。
通学生徒の安全を確保するため、また、正門前
を通行する近隣住民の安全を確保するために、専
用歩道の確保と車両が後退せずに安全に通行で
きるだけの道路幅員を確保することが必要だと
考える。そこで、永田小学校は、自己が管理す
る敷地を、これに提供して頂きたい。

（林　文子市長からの回答	2009年10月28日）
　ご指摘のとおり、永田小学校正門から生徒通
用門にかけては、道路幅員が狭いため、登下校
の児童にとって危険な状況となっています。
　学校施設の隣接道路からの後退につきまして
は、当校の建設時に道路の中心から概ね2m以上
離して施設を設置しています。また、正門前の
道路部分は、平成10年度に学校と反対側の土地
を一部買収して、道路幅員を2m程度、拡幅して
います。しかし、現状では、車輌通行時の児童
の安全が確保されているとは、とても言えない
状況と理解しています。
　従いまして、学校施設としての用途を廃止し
て道路用地に提供する場合、学校の建築物等に
どのような影響が生じるのか、今後、詳細な調
査・検討を行った上で判断したいと考えていま
す。（教育委員会事務局　施設管理課）

〈市長陳情共通　「あんしんカラーベルト事業」
対策の実施〉
（林　文子市長からの回答　2009年10月21日・28日）
　本市の歩道整備は、交通量の多い幹線道路や
駅周辺の道路等から順次整備を行なっておりま
すが、交通量が少ない生活道路の歩道整備は行
なっておりません。しかしながら、歩道のない
小学校の通学路などは交通安全対策として、路
側帯を拡幅し舗装面に緑色の塗装を行い、歩行
者・自動車の通行部分を明確化するとともに車
輌運転者の注意を喚起する「あんしんカラーベ
ルト事業」＊註を平成19年度から実施しており
ますので、ご理解をお願いします。

（道路局施設課　電話：045–671–2785  FAX: 
045–651–6527）
＊註：従来の幅15cmの白色線に接し、幅30cmの
緑色の塗装がされました。

「あんしんカラーベルト事業」の説明写真3葉を
添付します。 （神奈川県横浜市南区在住）

①「あんしんカラーベルト事業」対策前    　　
2009年5月22日　冨田義之氏撮影

②「あんしんカラーベルト事業」対策後    　　
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2010年4月 3日　冨田義之氏撮影

③「あんしんカラーベルト事業」対策後（拡大）
　2010年4月24日　冨田義之氏撮影

＊住民有志代表の永田治夫さんと藤本信治さん、
写真を撮影した冨田義之さんは本会会員です（編
集者註）

　3月31日（水）13 ～ 15時 、品川プリンスホテ
ル38F「味街道五十三次」にて、中尾市議（横浜
市磯子区）、藤田市議（横浜市栄区）、私（船橋市
議）、田中牧、佐藤清志、井坂洋士の6人で話し
合い、歩行者の安全を求める議員連盟準備会を
発足させることとなりました。
　様々な意見交換をしたのち、
・ ひとまず連絡用メーリングリスト（ML）作成
（実施済み）

・各地の議員へ参加の呼びかけを随時行い、仲
間を増やす

・その際、問い直す会に関する情報提供を任意
に行う

・議連のホームページなどの広報体制や会費な
どの運営については正式立ち上げまでに検討
する

・ まずは3カ月に1回程度準備会をもっていく（次
回は6月27日あたり）

・2011年春の交通安全運動について統一地方選
挙に合わせて5月にずらすのは問題であり、例
年通りの4月新学期の実施を求める取り組み方
について考える。

・2010年秋の交通安全運動に合わせて交通安全
運動の在り方を提案する

・議員連盟は2011年春の統一地方選挙後に本格
的に呼びかけを行い、2011年夏の議連立ち上
げへ

などの方向が決まりました。ぜひ皆様のお知り
合いの議員に参加を呼び掛けいただくとともに、
積極的に運営に関わりたい市民の方の参加をお
待ちしています。

※次ページに「呼びかけ文」を掲載しました。

（千葉県船橋市在住）

	　	歩行者の安全を求める議員連盟準備会発足
	 	 朝倉幹晴（船橋市議・世話人）

リポート
会員
の活
動
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議員の皆様、並びに、市民の皆様へ 2010年4月　

発起人　船橋市議会議員　朝倉　幹晴　
横浜市議会議員　中尾　智一　
　　　〃　　　　藤田みちる　

「歩行者の安全を求める議員連盟」ご参加の呼びかけ

　20世紀以来のモータリゼーションの進展により、歩行者は道の隅をおびえながら歩かざる
を得なくなり、子どもたちの遊び（道草）も近所の語らいも道から奪われて来ました。
　流通革命・経済成長・ドアツードアの便利さの代償に、生活圏の安全や街の文化が失われ
たとしたら、私達は21世紀にもう一度、安全や文化を取り戻す必要があるのではないでしょ
うか ?
　誕生後、ヒトは皆歩行者として歩き出し、小学生は歩行者として通学を始めます。歩行者
としての原点に立って考えると、今のクルマ優先社会の矛盾が見えてきます。
・交通事故の多さ。とりわけ歩行者交通事故比率の増大
・小中学生の通学路の危険
・車イス・ベビーカーはもちろん、健常歩行者でも歩きにくい段差・凸凹の多い歩道
・歩道すらなくクルマがスピードを出して走る狭い道
・高齢者が安全に散歩できない街
・歩行者の安全よりもクルマの流れを優先した信号制御のしくみ
・モータリゼーションの進展による中心市街地商店街の衰退
　…他様々な問題が噴出しています。
　私達は市民の中でこれらの問題を話し合って提起するとともに、交通事故遺族・クルマ社
会を問い直す・バリアフリー化推進・街おこしの運動などとの連携をめざします。また、議
会・行政レベルでできることを考え意見交換し一致できるところで行動を起こしていきま
す。歩行者の安全を求める議員の皆様、ぜひ当議員連盟準備会に参加しませんか。市民の
方々も事務局・賛助会員として参加可能です。ぜひご参加ください。

「歩行者の安全を求める議員連盟」準備会･事務局
［Tel/Fax］047–429–4080 （朝倉市議）  ［Tel］090–5571–7975 （担当：田中）
  ［E-mail］walk-giren@k.saloon.jp

※当準備会は1年の準備ののち2011年7月に議員連盟として正式発足予定です。
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クルマに乗るには費用がかかります、費用は必
ず誰かが負担しています
◦クルマに乗るには、レンタカーは別にして、利
用者はクルマを購入しなくてはなりません。ま
た車検を受け、保険に入り、取得時の税を払わ
ねばなりませんし、走行するためには税金込み
で燃料を購入しなくてはなりません。
◦これら利用者が自身で払う費用とは別に、走
行環境・インフラの整備のための費用が掛かり
ます。道路、トンネル、橋、信号、交通標識、遮
音壁、歩者分離帯、ガードレール、歩道橋、歩
行者横断トンネル等々を整備し維持しなくては
ならず、費用が掛かります。
◦さらに交通を取り締まるための警察活動が必
要ですし、事故処理のための救急活動なども必
要ですし、渋滞情報を提供するなどの活動も必
要で、こうした公共サービスのためにも費用が
掛かります。
◦これら費用のうち、自分自身が身銭を切って
負担するものは内部費用といいます。
自分自身が身銭を切って負担しないで、他の者
が負担するものは外部費用といいます。
◦負担に際しては直接負担するのではなく、間
接的に負担する、すなわち有料道路料金を支払
うとかクルマの保有と利用に連動する税を納め
て、その料金や税が公社公団や政府等によって
充当されることによって間接的に負担する形も
あります。これら間接的であってもクルマ利用
者が負担している部分は内部費用です。クルマ
利用者が（料金やクルマの保有と利用に連動する
税を通して）負担していない部分が外部費用です。
◦こうした外部費用はどうまかなわれているの
でしょう。
◦インフラ関係と交通公共サービス関係の外部
費用は、クルマの保有と利用に連動する税以外
の財源が投入されて整備あるいは供給されてい
るでしょうから、ほとんどは一般財源が投入さ
れているということでしょう。

道路整備は旧道路特定財源だけでまかなわれてき
たのではなく、一般財源が投入されてきました
◦有料道路、高速道路以外の一般の道路の建設
には税金等が使われています。平成20年度まで
はこの税金等は一般財源としての税等と道路特
定財源としての税の両方から充当されました。平
成21年度からは道路特定財源としての税は一般
財源に変更された（税の充当目的が道路整備に特
定されなくなった）ため、現在は一般財源として
の税等が充当されています。
◦国土交通省道路局監修の資料（道路ポケットブ
ック）では、道路投資の財源が国費・地方費・財
投等と分けて示され、さらに国費・地方費につ
いては特定財源と一般財源に分けて示されてい
ます。これによると平成12年度から平成20年度
までの（財投等を除く）国費・地方費による道路
投資のうち一般財源の占める割合は平均34.4%で
した。国費・地方費から一部公社・公団へ流れ
ている部分もあるので、一般道路の整備に一般
財源が34.4%投入されたとは厳密には言えないの
ですが、ほぼこの数字に近い割合で投入された
ことは確かです。

特に事情がある場合を除いて、費用は直接の受
益者が負担するのが私たちの社会の原則である
はずです
◦自動車利用者は少なくとも車道の整備にかか
る費用は負担すべきでしょう。歩行者や自転車
の安全を守るためにかかる関連整備費用も、自
動車が安全を脅かしているのですから自動車利
用者が負担すべきでしょう。
◦私たちの社会は物やサービスを使う・利用す
る・消費する場合、物やサービスを提供する側
に料金を払うのが基本です。提供を受ける物や
サービスの質と量に応じて払うのが基本です。
◦道路の利用者はその利用の質量に応じて払う
のが本来のあり方でしょう。
　しかし道路利用については、その質量をきち

クルマ利用者に本来負担すべき費用を
きちんと負担してもらう制度を作りましょう

		提　案
杉田正明
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んと把握することがきわめて困難です。最新の
技術を使えばさほど難しくなくできるのかもし
れませんが、少なくともこれまでは、たとえば
一般の道路に料金所をたくさん設けて利用量に
応じて料金を収受することには膨大な経費がか
かり事実上不可能でした。数少ない“関所”を設
けて、そこを通過する者のみから通行料を取る
ことは可能でしたが、より一般的な道路利用か
らその利用に応じた負担を求めることは事実上
不可能でした。
◦一般の道路が無料で提供されている理由はな
によりここにあります。
◦しかし我が国では自動車利用者に対しては道
路整備財源を調達するため、課税をしてきまし
た。燃料消費に応じて課税する、あるいは重量
に応じて課税するという形をとってきました。
　これは道路利用の受益者に対して近似的に利
用の質量に応じた負担を求めるものでした。た
くさんの燃料を消費して長い距離道路を利用す
る（走行する）ほどより多くの税を払う、重量の
重い貨物を運び道路をより損傷する車ほどより
多くの税を払うというシステムを採用してきま
した。
◦歩行者や自転車利用者も道路を利用します。
　しかしこれらの利用については近似的方法も
考えにくく一般財源から充当しています。
　歩行者や自転車利用者が利用している占用空
間面積×移動距離は、自動車の占用空間面積×
移動距離を大きく下回るだろうと推測され、ま
た道路に対する重量負荷も自動車に比べて大き
く下回り、こうした扱いでも問題ないでしょう。
◦また、歩行や自転車走行はすべての人々の生
活の必需的基本ニーズでありこれを満たすこと
はナショナルミニマムとして必要だと考えられ
てきたこともあるでしょう。
◦クルマ利用者は自動車関連の諸税（旧道路特定
財源）を超えて道路整備（建設・維持）に投入され
ている一般財源分を本来きっちり負担すべきで
した。

クルマは補償することなしに他者に多くの迷惑・
被害をかけており、この迷惑・被害も負担であ
るという意味で費用です

◦クルマを走らせるのに誰にも迷惑をかけずに
走るならば問題ありません。
　しかしクルマの利用は通常いろんな形で他の
人に迷惑・被害を及ぼしています。いろいろな
マイナスの影響を与えています。いろいろな負
担を補償することなしに他者に強いています。
◦代表的なものをあげると次の通りです。
①　交通事故による死傷被害
②　排気ガスによる喘息など呼吸器疾患被害
③　沿道への騒音被害
④　CO2排出による温暖化→気候変動→それによ
る被害
⑤　道路の混雑・渋滞を発生させることによる
損失
⑥　道路建設による緑・自然・生態系の破壊
⑦　道路建設による居住基盤の破壊

◦これら他の人に補償なしに強いている負担、そ
れは直接にはお金の形をとっていない場合がほ
とんどですが、それも費用という言葉で捉える
ことができます。こういう費用も内部費用に対
して外部費用と呼びます。
　内部ですなわち自分で負担せずに、外部にす
なわち他人に負担させている費用という意味で
す。
◦ただし、先に挙げたマイナス影響の中には、た
とえば損害保険に入っており、保険金の支払い
という形で補償をしている部分もあり、それら
は外部費用ではなく内部費用です。

クルマの利用者は補償なしに強いている他者へ
の迷惑・被害・負担を補償すべきです
◦私たちは外部費用を他の人に強いている場合、
それに対して補償するのが当然のあり方ではな
いでしょうか。迷惑・被害のかけっぱなし、あ
るいは負担のかけっぱなしというのは論を待た
ず当然是正されるべきことではないでしょうか。
◦①～⑦のような外部費用に対しては各種規制
を導入して発生を抑制することが必要です。そ
れはそれで徹底して行われるべきです。このこ
とはまた別の場で述べます。
◦しかし、規制をかけても外部費用が一定程度発
生する・残ることが通常です。すべて100%の規
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制をかけるということは通常できないからです。
◦となると規制は規制として進めるとしても残
って発生している外部費用について発生原因者
に対して補償金の供出を強いるべきです。
　これを外部費用課税という形で行うことを提
案します。
◦先に列挙したマイナス影響を金額に換算して
その額をクルマ利用者に課税すべきです。

クルマ利用者が負担していない外部費用をクル
マ利用者が負担する制度を作りましょう
◦以上述べてきたことをまとめると、外部費用
をクルマ利用者に負担させるべきである、その
外部費用は大きくは2つの部分から構成される、
ということになります。
　一つは始めに見た道路や関連施設の整備費、そ
して自動車のための交通公共サービス供給費用
のうち、料金や自動車関連諸税でまかなってい
ないと見なせる部分です。
　二つは上記に列挙したマイナス影響、即ち①
から⑦の影響（で、クルマ利用者が補償していな
い部分）です。ただしほかにも取り上げるべきマ
イナス影響があれば加えるべきです。
　この2つを合算してクルマ利用者に課税すべき
です。
◦外部費用課税は、i 受益者が、利用しているサ
ービスの供給に掛かっている費用を正当に負担
すること、および ii 加害者
が、他者に与えている迷惑・
被害を正当に補償すること
を目的とします。
◦従って徴収される税の使
い道は自ずから特定されま
す。特定財源にしなければ
なりません。
◦自動車関連諸税も再度特
定財源に戻すべきです。も
ちろん無駄な道路建設を排
除するための道路計画決定
の仕組みも同時に整えるこ
とが必要です。
◦外部費用課税の導入は、
クルマ利用の費用を増大さ

せます。この導入によってクルマの利用量は一
定程度減少することが予想されます。

クルマの外部費用は乗用車の場合走行1kmあた
り13円とか29円とかの試算結果が公表されて
います
◦外部費用が実際どのくらいになるか、を見て
みましょう。
　「日本における自動車交通の外部費用の概算」
兒山真也・岸本充生（運輸政策研究2001Summer） 
と「道路特定財源制度の経済分析」主査・金本
良嗣（2007.8）に示された推計結果は下表の通りで
す。
◦金本推計には騒音のマイナス影響が計上され
ていません。また同推計は、自動車の歩行者と
自転車に対する交通事故のみ取り上げ、自動車
の自動車に対する事故を計上していません。こ
れは大きな弱点と思います。
◦二つの推計事例とも、道路建設による緑・自
然・生態系の破壊や、慣れ親しんだ生活環境・
コミュニティの破壊を含む道路建設による居住
基盤の破壊について推計していません。改善す
べき課題です。
◦兒山・岸本推計で、外部費用の大きくは2つの
構成部分のうち第一の部分に当たるのは、「イン
フラ費用過小負担」の項目です。
◦ガソリン1リットルで乗用車が9.4km走行でき、

走行距離当たり自動車の外部費用推計　円／ km
乗用車　中位推計

金本推計では「乗用車
（ガソリン車）」と記載

大型トラック　中位推計
金本推計では「普通貨物車
（ディーゼル車）」と記載

兒山・岸本･･
推計 金本推計 兒山・岸本･

推計 金本推計

大気汚染 1.8 1.1 59.1 10.9
気候変動 2.2 2.0 7.8 5.8
騒音 3.6 35.6
事故 7.1 2.5 7.9 2.8
混雑 7.3 7.0 14.6 14.0

原油依存 0.5 1.3
道路損傷 0.1 3.1

インフラ費用
過小負担 7.0 7.0

合計 29.0 13.2 132.0 37.9
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軽油1リットルで大型トラックが3.67km走行でき
ると想定すると、兒山・岸本推計にもとづけば、
ガソリン1リットル当たり乗用車は273円、軽油1
リットル当たり大型トラックは484円のマイナス
影響を出していることになります。この程度が、
仮にかつての道路特定財源制度が存在するとし
た場合に、外部費用課税として上乗せ課税すべ
き目安となります。

自動車課税の枠組みについて、次のような案が
考えられます（試案）
◦細かい部分は別にして課税の大枠のイメージ
を次のように描くことができます。
◦自動車のための道路および関連施設、関連公
共サービスの整備供給計画を、国、都道府県、市
町村ごとに、それぞれが管轄する国道、都道府
県道、市町村道について議会の承認を得て立て
ます。その際、同時にその費用を全額調達する
ために必要となる自動車関連諸税の税率を見積
もり、税率と併せて議会の承認を得ることとし
ます。自動車関連諸税は国道のために国が課す
部分、都道府県道のために都道府県が課す部分、
市町村道のために市町村が課す部分の3つから構
成することにし、税率は3つの合計とします。こ
れにより各市町村ごとに税率は異なることにな
ります。クルマ利用者は、所属する市町村ごと
に異なる税率で税を納めることになります。徴
収した税は国と都道府県、市町村にそれぞれに
配分します。
◦国、都道府県、市町村は配分された税の範囲
内でのみ、自動車関連の道路および関連施設、関
連公共サービスを整備供給するものとします。こ
の税で償還することを前提に地方債を組むこと
は認めますが、一般財源を投入することは認め
ないことにします。
◦こうした仕組みによって、先に見た外部費用
を構成する2つの部分のうち、第一の部分につい
て外部費用の内部費用化が実現するはずです。
◦また、それぞれのレベルの議会において、費
用負担が自動車利用者の負担に直結することを

踏まえて道路等の必要性が議論されることにな
り、無駄な道路の計画が減っていくことが期待
されます。
◦次に外部費用課税の第二の部分については次
のようにすることが考えられます。
◦国道がもたらしているマイナスの影響と、都
道府県道＋市町村道がもたらしているマイナス
影響について把握し、それぞれ分離して金額換
算します。都道府県道と市町村道については1本
化して都道府県が計算するものとします。次い
で金額換算された額に等しい額を税として徴収
するために必要な税率をそれぞれ見積もります。
◦その際課税する対象は現時点では燃料が考え
られますが、この先クルマの動力源が電気など
に大きくシフトしていくことを想定すると、燃
料ではなく使用エネルギー形態別走行距離にす
べきでしょう。一定期間ごとに走行距離を把握
する制度が必要になります。
◦国道がもたらしているマイナス影響を補償す
るための税率と都道府県道＋市町村道がもたら
しているマイナス影響を補償するための税率と
を合算した率を税率とします。クルマ利用者は
所属する都道府県ごとに異なる税率で税を納め
ることになります。徴収された税は国と都道府
県に配分します。
◦国と都道府県は、マイナス影響の項目ごとに
補償対象者に補償することにします。項目によ
っては補償対象者を特定しがたい場合があるで
しょう。その場合は、代替策としてマイナス影
響を減らすための施策を実施することとし、そ
のための財源として徴収された税を使うものと
します。
◦こうした仕組みによって、先に見た外部費用
を構成する2つの部分のうち、第二の部分につい
て外部費用の内部費用化が実現するはずです。
◦税率は、道路等の整備計画とマイナス影響の
実態に合わせて、1 ～ 3年毎に見直していくもの
とします。

（千葉県松戸市在住）
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■はじめに

　本稿では非正規雇用で働くバス運転者の労働
や生活の実態等をみていく。
　かつて職業運転者（自動車運転労働者）の中で、
社会的地位も賃金水準も相対的に高かったバス
運転者の状態が悪化している。背景には、バス
業界をとりまく環境の変化、すなわち、一貫し
て続くバス利用の減少、バス事業への補助金の
縮小など公共交通の軽視・マイカー偏重による
交通政策、あるいは、規制緩和にともなう競争
激化で貸切バス部門から乗合バス部門への内部
補助が困難となったことなどがある。鉄道事業
者が、不採算のバス事業部門を切り離して（子会
社化し）、労働条件を引き下げてバス運転者を雇
う事態が全国で起きている。
　そんな中でバス運転者にも非正規労働者が拡
大している。日本私鉄労働組合総連合会（私鉄総
連）北海道地方本部が、加盟各支部の協力で2000
人超のバス運転者の雇用形態を調べたところ、北
海道のバス業界でもいまや3人に1人強は非正規
となっていることが明らかになった（2008年3月
調べ）。
　この非正規運転者は大別すると、正規のバス
運転者として働いてきて定年後に継続して嘱託

（非正規）として働くケースと、それ以外とにわ
かれる。いまやいずれのバス会社においても、正
規雇用でバス運転者が募集されることはなく、ま
ずは非正規で一定の期間働いた後に（事故などを
起こさず問題なしと会社側に判断されれば）正規
で雇われるというコースが一般的であるという。
もちろん、後述のとおり、全員が正規になれる
わけではないし、なおかつ、雇われた時点の年
齢で正規になることがそもそもできない場合も
ある。

■アンケート調査にみる非正規運転者の実態

　私鉄総連北海道地方本部の協力で彼らの実態
を明らかにするためのいわゆるアンケート調査

を行った。合計730部の調査票を全道のバス会社
で働く非正規運転者に配布し、223人から回答が
あった（男性210人、女性13人）ii。
　30歳代と40歳代がそれぞれ3割（29.6%）を占め
る。なお、60歳代の回答者38人はやや性格の異
なったグループと思われるので、一部の調査結
果については、この層（60歳以上）を除く、「男
性・60歳未満」群の結果もまとめた。

○仕事は恒常的に存在するが有期雇用／正規雇
用を望むが、実現は困難
　非正規の特徴の一つは、雇用期間が限られた
有期雇用による雇用の不安定さである。すなわ
ち、1回の雇用契約期間は、6 ヶ月間（39.2%）と1
年間（38.3%）に回答が集中している。もちろん言
うまでもなく仕事は臨時的ではなく恒常的に存
在する。
　ところで、この非正規雇用を語る際、自ら希
望して非正規を選択したのではないかという主
張が聞かれるが、本調査ではどうだろうか。す
なわち、全体で67.3%、男性・60歳未満に限ると
80.0%が正規雇用を現在希望していると回答して
いる。
　では正規労働者への登用ルートは存在しない
のか。いな、全体の83.9%が「ある」と回答して
おり、バス業界でもとりあえずは制度が存在す
ることがまずは確認される。
　だがここで「とりあえずは」と書いたのは、ひ
とつには、一定の年齢以上は正規雇用の対象外
という年齢制限が存在するからである。例えば、
まだ44歳でいまの会社に入社したある運転者は
次のとおり言う。

・すぐに45歳になるので、正社員としては採用
できないと言われ、仕方が無く、嘱託社員と
いうことで雇用されました。現在、40代、50
代という年齢は、働き盛りだと思うのですが、
40代半ばで正社員になれなく、契約社員とい
うのはどうかと思います。

非正規バス労働者の実態―非正規労働者調査から i

論文寄稿
川村雅則
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　「とりあえずは」と記したもうひとつの理由は、
登用基準が明確でなかったり、ハードルが高か
ったり、登用枠が十分でない（と認識されてい
る）、からである。制度があると回答したものに
それを尋ねたものが表1である。総じて、厳しい
結果が示されている。

表1　正規登用ルートの制度や実態をめぐる問題
単位：人，%

全体
164 100.0･

a.･登用基準･
の明確さ

明確である 55 33.5･
あまり明確でない 75 45.7･
まったく明確でない 34 20.7･

153 100.0･
b.･ハードル･
の高さ

容易である 15 9.8･
やや厳しい 79 51.6･
非常に厳しい 59 38.6･

152 100.0･
c.･登用枠の･
十分さ

十分 34 22.4･
やや狭い・少ない 46 30.3･
非常に狭い・少ない 72 47.4･

・正社員登用に時間外勤務の実績を重視してい
る様子で、嫌々ながらの残業を強いられる雰
囲気がある。また正社員登用の基準がベール
に包まれていて、モチベーションが低下して
いる。男性・30歳代

・5年、6年、またそれ以上正社員になれていな
い人も多くいるので、自分の在職中になれる
のか不安です。男性・40歳代

・正社員とは違い、そのときの会社の状況でど
うにでも扱われやすい立場なので、いつ解雇
になるかと不安はある。説明会での話を信じ
て頑張ってもそのときそのときで会社の都合
であやふやになってしまい、真実が何なのか
分からない。女性・40歳代

・今の職場には、何年勤めたら社員になれると
いった確立された取り決めが特別無いため、い
つまで契約社員として勤務を続けなければな
らないのか。社員登用制度が明確でないこと、
年々社員になれる枠が少なくなる反面、雇用
者側に求められる条件や要求が厳しくなって

いること。女性・30歳代
・私自身、家庭を持っておりまして、年々臨時

社員では安定がなく不安があります。臨時で3
年半が経ちますが、いまだに自分の前に雇用
されている人達の8割方がいまだに臨時社員で
す。あと何年すれば社員になれるのか見通し
がつきません。あきらかに正社員不適格なら
仕方がありませんが。今の時代は仕方がない
ことなのでしょうか ? 男性・20歳代

○仕事は同じだが、著しく低い賃金水準
　非正規労働者といっても、バスの場合には、仕
事の内容や働き方は、正規労働者とまったく変
わるところはない（私鉄総連役員からの聞き取り
による）。実際、本調査でも、1週間の総労働時
間は、回答者のほぼ全員（93.8%）が40時間以上働
いており、4人に1人（23.6%）は60時間以上を働い
ている。
　また、バス乗務員の労働負担についてはかつ
て拙稿でも扱ったが、非正規もこの点は同様で
ある（表2）。クルマの運転作業という精神的負担
の高さや、自動車運転職の中でもとりわけバス
の場合には車内事故の問題があり、そのプレッ
シャーなどを反映して、神経が「とても疲れる」
という回答は42.6%に及んでいる。翌朝に前日の
疲労を持ちこすことがよくあるあるいはいつも
持ちこしているという割合も、4人に1人に及ぶ。
さらに、非正規の場合には、非正規という立場
上の不利（仕事を断れない）や自らの処遇に対す
る様々な鬱屈もそこに加わる。

・仕事内容の割に拘束時間が長く、休日出勤を
命じられることが日常茶飯事。人命に関わる
仕事なのでダイヤを減らすことが〔必要。〕従業
員増等で少しでも余暇・休養時間を多くして
拘束時間を短くして欲しいと思います。体が
疲れていて、人並みの生活が送りたいと切に
願っています。男性・30歳代

・ 雇用契約書にはない業務を行うことがある。断
っても良いという前提ではあるが、断れば断
ったで空気が悪い。給料にはそれなりに反映
されるが、朝6時出勤、帰りが22時頃帰宅にな
ったときの疲れは翌日に響く。疲れが取れた
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ころまたそんな勤務がや
ってくる。女性・20歳代

・朝が早く、夜が遅いので、
日々の睡眠時間が5、6時
間しかとれず、神経的に
もかなり厳しい。肉体的
にも! !　正社員になれるか
分からないので、生活的
にも不安定。人命を預か
っている仕事なのに毎日
が寝不足。人間扱いをし
てもらえない。残業をし
ないと生活ができない。男
性・40歳代

・ 毎日寝不足で1日の仕事の
後半は思考、判断能力共
に欠如します。人の命を
預かっている仕事なのに
とても恐ろしい事だと思
います。もう少しゆとり
のある仕事（勤務時間）を
切望します。女性・40歳
代

・ 乗務の間の中間時間（2、3
時間）に整備業の手伝いに
入らされてくたくたな状
態で、次の業務に行く姿
をよく見かけます。こん
なくたくたな状態で次の
乗務をして事故でも起こ
したらそれこそ大変なこ
とです。やはり中間時間
は次の乗務にそなえてき
ちんと休憩出来ないとダ
メだと思う。男性・20歳
代

・ 正社員と同じ仕事をしているのですが、ただ
臨時というだけで差別を受ける（仕事内容な
ど）。上司のパワーハラスメントがある。男
性・30歳代

　賃金の支払い形態は、時給制が全体の半数弱
（47.8%）である。そして、年収は（表3）、300万円

未満が全体の8割を超えている。60歳未満に限っ
てもそれは同じである。20歳代から50歳代のど
の年齢層をとっても、300万円未満が4分の3から
9割超を占めている。
　それでも、回答者のほとんどは男性、つまり
世帯主であると思われるが、全体の88.7%は本人
収入が世帯の主たる収入源と回答している。結

表2　普段の仕事による神経の疲れと疲労の回復状況
単位：人，％

全体
男性・60歳未満

209 100.0･ 161･ 100.0･
a.･普段の仕事
による神経の
疲れ

とても疲れる 89 42.6･ 76･ 47.2･
やや疲れる 96 45.9･ 71･ 44.1･
あまり疲れない 19 9.1･ 11･ 6.8･
まったく疲れない 1 0.5･
どちらともいえない 4 1.9･ 3･ 1.9･

210 100.0･ 161･ 100.0･
b.･疲労の回復
状況

一晩睡眠をとればだいたい
疲労は回復する

90 42.9･ 61･ 37.9･

翌朝に前日の疲労を持ちこ
すことがときどきある

68 32.4･ 57･ 35.4･

翌朝に前日の疲労を持ちこ
すことがよくある

29 13.8･ 24･ 14.9･

翌朝に前日の疲労をいつも
持ちこしている

23 11.0･ 19･ 11.8･

（再掲） 疲労高蓄積群 24.8･ 26.7･

表3　2008年の年間総収入（税込み）と暮らしの状況
単位：人，％

全体
男性・60歳未満

162 100.0･ 118 100.0･
a.･2008年の年間総
収入（税込み）

100万円未満 9 5.6･ 4 3.4･
～ 200万円未満 28 17.3･ 9 7.6･
～ 250万円未満 32 19.8･ 24 20.3･
～ 300万円未満 70 43.2･ 61 51.7･
300万円以上 23 14.2･ 20 16.9･

221 100.0･ 172 100.0･
b.･暮らしの状況 大変苦しい 84 38.0･ 75 43.6･

やや苦しい 80 36.2･ 64 37.2･
普通 51 23.1･ 30 17.4･
ややゆとりがある 6 2.7･ 3 1.7･
大変ゆとりがある

注：a.･年収については、勤続1年以上のものに限定。
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果（表下段）、生活は苦しい。60歳代を除くどの
年齢層でも、4割前後から5割が、生活が「大変
苦しい」と回答している。

・人の命を預かるという仕事内容であり、神経
を使うのに、賃金は安く、頑張っても正社員
になれない。朝も早く、夜は遅くで、拘束時
間がかなり長い。男性・50歳代

・ ボーナスも給料も一回も上げてもらえない。正
社員との格差が大きすぎる。同じ仕事なのに
賃金に差があるのもおかしいし、有給休暇も
社員が優先されるし、仕事も楽な方を正社員
がやる。拘束時間が長すぎる。賃金も先に下
げられる。朝早く夜遅く帰るので疲れが全然
取れない。男性・50歳代

・ 50歳代での転職ですので、文句も言えません
が、正社員と同じ業務で、時間も正社員より
も長い方です。会社は時給が安いから、使い
易いのでしょう。肉体的に衰えてきている、で
も、長時間働かないと、ある程度の金額にも
ならないから大変です。せめて、一時金の支
給だけでも（少しでも）あればと思います。男
性・50歳代

■まとめにかえて

　非正規雇用・労働をめぐる問題は、あらゆる
産業でみられることであり、そのすみやかな改
善が求められている。
　とりわけバスなど運転職の場合には安全性に
も関わる問題だという認識・危機感が必要では
ないか。非正規で雇う・働かせることが安全性
にどう影響を与えるかを実証することが今回の
調査の目的ではなかったものの、彼らの「声」

は、不安定な雇用、低処遇での（過重）労働が安
全確保にとってマイナスの影響をもたらすこと
を示唆する内容ではなかったか。
　身近な「足」であるバスの運転者の雇用のあ
り方、ひいては地域交通のあり方はどうあるべ
きか、利用者である私たちも考える必要がある
と思う。

i　本稿は、2009年に日本私鉄労働組合総連合会（私鉄総連）
北海道地方本部と共同で行った、非正規バス運転者を対象に
した調査結果をまとめたものである。詳細は、他の産業の非
正規労働者の結果もあわせて、『北海道･非正規労働者白書
2009』に掲載。
ii　無回答は除いて計算しているので、各設問の母数は必ず
しも一致しない。

（北海道札幌市在住、北海学園大学教員）

川村雅則さんの調査研究論文は
以下の会報にも掲載されています。

・38号―不況と規制緩和のもとでのタクシー運転手の実態
・39号―規制緩和とトラック運送業
・40号―不況と規制緩和のもとでのタクシー運転手の実態（Ⅱ）
・42号―バス運転手の実態―勤務と睡眠に焦点を当てて―
・43号―軽貨物自営業者の就業と生活
・44号―職業運転手の労働をめぐる問題
・46号―規制緩和と貸切バス業界（上）
・47号―規制緩和と貸切バス業界（中）
・48号―規制緩和と貸切バス業界（下）
・49号―規制緩和とトラック運送業（Ⅱ）
・50号―ツアーバスの安全を考える
・	51号―貧困という問題をめぐって
・53号―タクシー産業の確かな再生を
・54号―規制緩和とトラック運送業（Ⅲ）
・55号―規制緩和とトラック運送業（Ⅳ）
・58号―交通・移動をめぐる問題―夕張での地域調査結果から
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　今回は自転車の車道走行を考えてみます。道
路交通法上は自転車は車道走行が原則ですが、そ
う単純には済まない問題があります。

（1）道路環境の変化
　自転車は軽車両の一種として車道を走行する
のが原則です［道路交通法17条1項］。しかし「安
全のため」と称して歩道通行に誘導されている
うちに、道路環境は変化してしまいました。
　（表1）は5ナンバー相当の乗用車について見て
いますが、横幅は20cm以上大きくなり、エンジ
ンも強化されて高加速性能になっていることが
うかがわれます。
　同様に3ナンバー相当の乗用車（トヨタ・クラウ
ン）についても初代1955（S30）年で横幅1680mm、
エンジン1500ccだったのが、13代2008（H20）年
では1795mm、3500ccになっています。（※デー

タはWikipedia「トヨタ・クラウン」から）
　くわえて近年のいわゆるミニバン流行は、室
内居住性追求志向のため横幅も1700mmもしくは
1800mmと規定一杯に占める傾向にあります。（5
ナンバーの横幅は1700mm未満。1800mmを超え
ると生活道路での使用にしばしば支障をきたす）
　トラック、バスは横幅2000mm ～ 2500mmの
範囲で大型化してきたようです。
　また歩道設置率が国道においては約6割、都道
府県道で3 ～ 4割となってきています。（都市部
ではほぼ10割 ? ）［※国交省2008年道路統計］
　つまり、車道においては大型化したクルマが
大パワーでひしめき、左側は歩道縁石やガード
レールで区切られて逃げる場所はない――自転
車が本来走るべき車道左端はこのような状況な
のです。（図1）

	 じゃあ自転車はどう走るか
	 ［2］車道走行の不安要素	 冨田悦哉

投稿

（表1）4ドアセダンの大きさ変遷（トヨタ・コロナ）

初代　1957（S32）年 5代　1973（S48）年 10代　1992（H4）年
横幅 1470mm 1610mm 1695mm
重量 960kg 1090kg 1200kg

エンジン 995cc 2000cc 2000cc
最高速度 90km/h 200km/h —

※Wikipedia「トヨタ・コロナ」から作成　　※コロナの後継車はトヨタ・プレミオ

（図1）･クルマの大型化などで･
自転車の走る場所が狭くなった
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（2）自転車はふらつく ?
　自転車とクルマは車両として車道を走る仲間
のはずですが、クルマからの評判はかんばしく
ありません。
　自転車のマナーという問題は後日述べること
にして、まずは、クルマの運転手からよく言わ
れる「自転車はふらついて危なっかしい」につ
いて考えてみたいと思います。
　結論から言ってしまうと、自転車は「ふらつ
きながらバランスをとっている」のです。
　走行中の自転車の前輪回りには複雑・巧妙な
自動操舵（セルフステアリング）効果が生じてい
ます。（模式的には図2、図3のようなことです）
　こうして自転車は、右に傾いては左に戻り、左
に傾いては右に戻りを繰り返しながら前に進ん
でいるのです。現在の自転車においては、運転
者がとくに意識しなくてもこのような効果が人
車一体の下に発揮されるように、車体寸法設計
などで配慮されています。
　ところで、このふらつき幅は自転車運転者の
習熟度によって違います。初心者は「人車一体」
の感覚が分からず、ハンドルをこじってふらつ
きを修正しようとする傾向がありますが、これ

が自転車に対しては余分な外力となって新しい
振れを生じさせます。加えてペダルを雑に踏み
つける漕ぎ方も、振れを増すことになります。
　また、自動操舵機能はその原理からして、低
速より高速の走行でより効果を発揮します。

★ 自転車は一定の振れ幅でバランスをとりな
がら走行します。ふらつくこと自体は異常
ではありません。

★ 走行の振れ幅は習練により小さくすること
ができます。

★ 車道上で車両がひしめいている状況下では、
振れ幅を抑えられない自転車運転者は不利
を感じるでしょう。

（3）車道走行の不安要素
　私の経験と、上述のような道路環境と走行特
性も考慮して、自転車が車道を走行する場合の
不安要素を推測してみます。
① 車道左端で自転車に残された狭い部分をねら

って走行することを求められる。
② バランスをとるために一定の振れ幅が必要なの

に、それがクルマから十分許容されていない。

（図2）ハンドル振れによる引き起こし効果 （図3）車輪のジャイロ効果
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③ 自転車に保障される通行幅が明示されていな
いので、際限なく車道左端に追い詰められる
心理がある。

④ 車線構成、交差点、標示などの道路構造がク
ルマ用にできていて、自転車が通行しようと
するとどのようなルールが適用されるのか分
からず困惑する。（例えば図4）

⑤ 自転車が走行するような位置に（図5）のような
コンクリートとアスファルト舗装の継ぎ目が
ある。タイヤをとられそうな舗装の継ぎ目に
沿って走行することを強いられる。

⑥ 車道左端の路面状態が悪い場合が多い。ゴミ・

砂の吹き溜まり、側溝の蓋、滑りやすい白線、
舗装のゆがみ・割れなど障害だらけ。（図6、図
7）

⑦ 速度が勝るクルマとともに左側走行をしてい
るので、絶えず背後から車間不十分で追い抜
きをかけられる脅威を感じる。クルマ運転者
の配慮が働くので実際の危険は低いのかもし
れないが、絶えずストレスがかかることによ
って自転車運転者が疲労し、ミスを犯す危険
が高まる。

⑧ 大型車と併走または追い抜かれの際に風圧や
巻き込みの脅威を感じる。

（図4）･車道左端を行ったら左折車線になってしまっ
た。交差点を直進したい自転車はどうする?

（図5）自転車は舗装の継ぎ目に沿って走行すること
を強いられる。道路設置者には配慮の外?

（図7）･違法駐車防止という都合で並べられたコーン（図6）･側溝蓋や舗装の割れ目が自転車のタイヤをと
らえる
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  　クルマ間でも感じられることで、まして“剥
き身”の自転車では切実である。

⑨ 駐車による進路妨害。自転車は駐車中のクル
マを避けて車道の右寄りに進路変更しなけれ
ばならない。これは③⑦⑧の状況下でさらに
危険な方に向かうことになり大変なストレス
となる。しかもそのような状況を作り出して
いる大半が違法駐車であることは見過ごせな
い。（図8）

　これらに加え違法行為による脅威として、
⑩ 道の右側を逆走する自転車。正常に左側走行

している自転車にとってまさに衝突コースを
進んでくる。駐車の陰から飛び出してくる例
も多い。交通ルールについての無知や身勝手、
⑦の恐怖を厭うためであろうと思われるが、他
者に及ぼす脅威は大きい。

⑪ クルマからのむやみなクラクション、故意の
幅寄せ等による嫌がらせ。これはクルマ側の
傲慢によるもので、事故にもつながりかねな
い犯罪行為である。

（4）歩道通行より安全 ?
　車道を自転車が走行するには危険という理由
で歩道通行が認められている場合があるわけで
すが、「歩道通行は車道走行より危険」という考
えもあります。それはおよそ（図9、図10）のよう
な主張で、一理あるかと思います。
　もっとも車道であろうと歩道であろうと、道
路状況を把握し、適正な速度を選択し、止まる
ところは止まって安全確認をするというのが基
本であることは変わりません。歩道を自転車レ（図8）･違法駐車を避けるために危険を強いられる

（図10）歩道通行をすると、互いに死角が大きくなり、
いきなり飛び出す形となって出会いがしらに衝突す
る

（図9）歩道通行をすると、植樹帯、電柱などで互いに
相手を認識できず、出会いがしらに衝突する
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ーンかのように錯覚して突っ走るという行為は、
無謀運転そのものです。

★自転車を運転する人は車道走行か歩道通行
かいつも選択を迫られています。車道上は自
転車にとって不安が多く、一方歩道上は安全
そうに見えて死角も大きい。しかし歩道はそ
もそも歩行者のものであることを確認してお
きたいと思います。

◇車道走行の不安要素を分類してみます。
　（a） 通行スペース（幅員）の問題
　（b） 道路構造で自転車通行が考慮されていな

い問題
　（c） 走路上がクリアでない問題
　（d） 自転車運転者の技術・心理の問題
　（e） 自転車運転者のモラルの問題
　（f） クルマ運転者の自転車に対する理解の問題
◇（a）は自転車を歩道に追い上げる原因の一つと
なってきました。しかし今後は、車道上で自転

車の存在を保障する、クルマの肥大に規制をか
けるなどの発想転換が必要でしょう。
　（b）（c）はこれまで自転車が車道通行するとい
う認識が薄く、不作為の部分が大きいと思いま
す。今後の車道整備にかかっていますが、どの
ような構造にすべきか自転車利用者の意見を入
れて有効なものにしなければなりません。
　（d）（e）は自転車に乗るすべての人に自転車教
育が必要である理由です。
　（f）は免許教習内容や路上表示などさまざまな
機会をとらえて、クルマ運転者を啓蒙していく
必要があります。
◇現状では自転車が車道走行するうえで多くの
問題があります。しかし歩道上で自転車が歩行
者を侵害している事態は早急に解消されなけれ
ばなりません。自転車が車道を安心して通行で
きるようにすることが、交通全体の改良になる
と思います。
◇次回は道路構造の疑問を考えてみたいと思い
ます。

（東京都世田谷区在住）

●新聞記事から
　A新聞は、革新、前進をモットウにしていて私
の愛する新聞です。本年2月28日号と3月14日号
の日曜版にクルマに関するメッセージがありま
したのでこれに触れたいと思います。

・ 2月28日号。「房総・春のドライブ、おすすめ
の記事」。いただけません。朝、首都高速を走
り、東京湾アクアラインで房総へ、とありま
す。館山湾の美しさ、千倉海岸の花畑等々、そ
して鴨川温泉へとたどり着いています。なぜ
運転の危険を背負って、排気ガスをまき散ら
してドライブなのか。ごめんなさい、Ａ新聞
さん。夫と二人で茨城から早春の房総へ旅を
したことがあります。常磐線、私鉄と乗り継
いで千葉駅から内房線or外房線で各駅停車の
旅。気の向いたところで下車して富士山を眺

めたり、お花に見とれたり。絶対、電車の旅、
おすすめです。クルマより電車の方が安上が
りであることはこの欄でもいろいろな方が算
出して報告しているとおりです。

  ・3月14日号。「自転車スイスイ乗りたい。安全
な道を作ろう」。大賛成です。東京都三鷹市で
は住民の運動により自転車道が開通し、自転
車スイスイ。住民に喜ばれている、とありま
した。よかったです。また、この“会”の学習
会にも度々登場されているNPO自転車活用推
進研究会事務局長の小林成基さんの発言も載
っています。小林さんは「車の通行を規制し
た欧州の中小都市では、中心市街地の商店街
が生き返り、人々が戻ってきた」など報告し
ています。そして小林さんは「道路が車に占
領され、歩行者や自転車が片隅に追いやられ
ている日本社会のあり方が問われています。車

	 　新聞の中に見るクルマ報道	 木村孝子投稿
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優先の発想を改めるときにきています」と述
べて文を閉じています。私たちの“会”の主張
するところと同じです。

 
●会報59号ありがとうございました。
・ “会”代表の方の「クルマがもたらすマイナス

影響にどう対処すべきか」という力強い発言
に励まされました。

 　事務局の方による国土交通大臣あての「公
共交通への緊急アピール」。発信者は「全国路
面電車ネットワーク」となっていますが、こ

の“会”も賛同し名を連ねています。そして公
共交通を大切に考え、きれいな空気の中でき
れいな空気の中で暮らしたいと声をあげてい
る日本全国の団体のなんと多いことでしょう。
嬉しいです。

・歩行者、自転車利用者はクルマ社会の中で弱
者です。ドライバーの側の反省が表に出ない
学校で行われている「交通安全教室」の矛盾
をついた鋭い一文、その他いろいろな方の情
報に接しました。ありがとうございました。

（茨城県竜ヶ崎市在住）

　「カラスなぜ鳴くの、カラスは山に……」と童
謡に歌われたのは既にかなり昔のことである。現
在では「カラスは街に……」と歌詞を替えた方
が良さそうなほどにカラスの大軍が市街地の空
中を飛び廻るようになっている。特に晩秋とも
なると中心市街地の電線には夥しいほどの群れ
のカラスが鈴なりになって並び、下を通る歩行
者にフンや嘔吐物を撒き散らすので帽子や傘な
しでは歩けない。電柱の多くは歩道上にあるた
め電線も歩道寄りであり、カラスの人間に対す
る爆撃攻撃（フンや嘔吐物の投下）の被害は歩行
者と歩道に集中し、クルマ社会が呼び寄せたカ
ラスの害が車道に及ぶことは少ない。こんな場
合でも歩行者は悪環境に置かれている。
　さて、ゴミの集積所では生ゴミを狙うカラス
を防ぐための防護ネットが張られるなど、大方
の町内会ではカラス対策はかなり進んでいるよ
うである。しかも、全体としてカラスの総数は
決して増えてはいないとの研究者の話があるが、
それでもカラスの都市部での増殖が目立つのは
何故なのか。どうも、この場合もクルマ社会の
進展が大きな要因と言えそうである。つまり、ク
ルマ社会がカラスの大軍を呼び寄せたようなも
のである。
　クルマ社会は特に都市部を不夜城にした。し
かも屋外照明もまばゆい不夜城である。広い幹
線道路には大きな照明灯が並び、またガソリン

スタンドや広い駐車場を備えたコンビニやパチ
ンコ店などのクルマ社会対応の商業施設は、屋
内屋外ともに深夜も煌々と明かりを放っている。
夕暮れ時も明るい広い道路や広い駐車場があり、
電線が張り巡らされている所はカラスにとって
お互いの姿を見渡すのには格好の「集会場」と
なる。しかも近くに「ねぐら」となる広い緑地
があれば尚更便利である。
　昼間は三々五々に分散して餌を求める活動を
行うが、夕刻が近づいて広い緑地の「ねぐら」に
向かう前に「大集会」を開く。カラスも“集団安
全保障体制”により夜間に他の野鳥や動物から身
を守ろうとするが、大集会はそのための相互確
認の場と思われる。

	 　都市のカラスの大群はクルマ社会が招いた	 小林和彦投稿

山形の中心市街地と隣接する緑豊かな城跡公園
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　広い緑地や電線はクルマ社会の本格化以前か
らのものだが、大きな照明灯つきの広い幹線道
路や広い駐車場を備えた商業施設（図書館や病院
などの公共施設の場合も）はまさしくクルマ社会
特有のものであり、それらが多くのカラスを呼

び寄せるのであろう。都市部での根本的なカラ
ス対策がとれない要因が見えたような気がして
ならない。

（山形県山形市在住）

　中学生3年生の娘は、部活に夢中。軟式テニス
部に所属し、ほぼ毎日、朝練と午後練にいそし
んでいる。この時期は、朝は7時前に家を出て、
帰宅は夕方6時半ころ。週末も通常練習の他に練
習試合や公式戦があり、なにもなければ“自主練”
に出かける。
　夢中になれるものがあるのはいいけど、それ
につきあわされる親はラクじゃない。細君はせ
っかくの休日でも試合があれば、朝5時に起きて
弁当をつくり、娘を送り出している。
　それにしても、なんでそんなに早く出るのだ
ろう。聞けば、全員でウォームアップをしてか
ら、自転車なり貸し切りバスで会場まで移動す
るからだとか。時間から逆算すると、どうして
も6時集合とかになってしまう。う～ん……。

　娘が1年生のときの冬。朝5時半過ぎに家を出
る、ということがあった。その日は試合会場が
遠方のため、いつもより出発が早い。しかも1年
生は道具の用意があって、上級生より先に集ま
る。そんな理由からだ。
　近所に娘と同学年の部員はなく（上級生はいる
が、集合時間が1年生より遅い）、まだ夜も明けき
らない時刻に、彼女は1人きりで自転車を走らせ
ることになる。あまりに心許ないので、ぼくも早
起きして、学校まで彼女に同行したのだった。
　同じ日か別の日かは忘れたが、やはり冬のあ
る日、試合が長引いた上に渋滞にはまり、学校
に着くのが8時近くになると連絡がきた。このと
きはクルマで迎えに行った。
　12、3歳の女の子を、そんな時間に集合・解散
させるのは、学校活動としてどうなのかと、顧
問の先生に話したことがある。その後いくらか

改善され、また娘が上級生となったこともあっ
て、うやむやになっているのだが。

　3年前の夏に隣市で、自転車で登校中の女子中
学生が、クルマに連れ込まれる事件があった。人
通りの少ない路上で朝8時ころ、3人連れの犯人
のうち1人が自転車を押し倒し、中学生を車中に
引きずり込んだという。中学生は渋滞で停車し
た隙をみて車外に逃げて、それ以上の危害がな
かったのは何よりだった（犯人グループは捕まっ
ていない）。
　事件が起こった現場は、我が家から2キロもな
い場所。いま娘が通っている中学校のすぐ近く
だ。犯人の気分次第では、娘の学校の生徒が被
害者になった可能性もある。他人事ではない。

　先日、娘たちは関西方面に修学旅行に出かけ
た。初日の集合は、うちから3kmほどの駅に朝6
時。近所の同級生と一緒に、最寄り駅まで歩い
て行って電車で行く、ということだった。
　そこで先の事件が思い起こされる。やっぱり
早起きしてクルマで送ろうか……。けっきょく、
同級生の親御さんが、その役を担ってくれた。
　甘やかしている、と思われるかもしれない。ぼ
くだって、自力で移動しろ ! と思ってはいる。け
れど、親として世情に対する不安もまた、どう
しても拭えない。防衛策として、クルマという
手段も考えざるを得ないのだ。
　2つの思いの間で揺れる気持ちは、世情不安が
解消されない限り、いつまでも続くだろう。
　なんでこんな世の中になってしまったのかと、
暗澹たる思いだ。

（茨城県つくばみらい市在住）

	 　娘の部活動とクルマと	 梅沢　博投稿
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　2009年4月に入会して1年がたちました。会に
入ってよかったなと思うのは、まず会報の充実
ぶりです。専門的な内容の講義から、クルマな
し生活を楽しむコツ、またクルマに乗ってしま
う状況の率直な報告まで、毎号多くを学び、考
えさせられます。「クルマ社会」への疑問を共有
する人々に連なることができて、力づけられま
す。何も貢献できていませんが、会報等で学ん
だことを、折にふれてまわりの人々に伝えるこ
とからはじめています。
　クルマに関する近況報告をさせていただこう
と思います。私の家族は妻と私と幼稚園に通う
子ども2人の4人家族です。数年前に、中古の家
を買いました。そのとき、友人に、「家を買うな
ら車も買わなきゃ。」という常識的（?）な助言を
もらいましたが、駅に近い物件を選ぶことで、車
がない生活を問題なくおくっています。しかし
近隣の人々はほとんどみな車を持っているので、
私たちとのギャップにいろいろと驚くことがあ
ります。
　先日、近所の、我が家と同年代の子どもをも
つ人に、都内の上野でやっている子ども向けの
展覧会の入場券をもらいました。その家族は券
をもらったものの、いつもクルマで移動してい
るので、子連れで、クルマを停めにくい上野に
行くのはためらわれる（面倒 ? ）ということでし
た。私たちは、すでに何回か家族で電車に乗っ
て上野に行ったことがあります。子どもが小さ

いから電車で行けない、という発想にはカルチ
ャー・ショックを感じました。
　また、幼稚園バスのバス停が私たちと一緒の
ある子は、うちの子と同じ年中組ですが、バス
停から家までの50メートルほどが歩けない（歩き
たくない）というので母親が乳母車に乗せて連れ
て帰っています。これも、正直言ってたまげま
した。クルマに乗ることに慣れると、歩くこと
がおっくうになるのでしょうか。うちの子ども
たちは、行きたいところには歩いていくのがふ
つうだと思っているので、一駅間くらいの区間
はなんなく歩きます。
　住宅地にあるわが家の前の道路で、クルマが
通るため子どもたちが自由に遊べないことに疑
問をもち、なんとかできないかと思っています。
でも、駅前のスーパー（徒歩5分）までクルマで
行ったり、ちょっと歩けばいける公園にクルマ
で行く近所の家族をみると、この問題意識をわ
かってもらうのは難しいだろうな、と思ってし
まいます。世間的にみて「非常識」なのはクル
マをもたない私たちの方であることを十分に認
識したうえで、折にふれて話題にしてみたいと
おもいます。
　今後、会でさらに学んで身近な実践につなげ
ていきたいとおもいますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

（東京都在住）

	 　クルマ依存をめぐって	 匿名希望投稿

ノアザミ（会員K・Tさんの絵）



27クルマ社会を問い直す　　第60号（2010年6月）

　「第27回三多摩自治体学校inこだいら」の第2
分科会「公共交通」（2010年4月24日、小平市福
祉会館）での小平からの報告（渡辺執筆）を転載し
ます。

＊　　　　　＊　　　　　＊
　小平市における公共交通不便地域解消運動に
は長い歴史がある。その発端は明らかではない
が、小平市プロジェクトチーム設置規定に基づ
く「小平市バス網対策研究会」が発足したのが
1986年で、その趣旨に「市民の足としてのバス
網の確立が必要であり、市内循環バスの実現性
を検討する」と謳われていたのは、当時市民の
間に「公共交通不便地域の解消を」の声が強ま
っていたことが伺える。しかし、この研究会の
活動は1年間に限られ、翌年9月に提出された報
告書の結論には「実現は極めて困難」と書かれ
ていた。

　1990年台後半、東京街道経由で西武新宿線小
平駅北口まで運行していた西武バスが突然廃止
された。利用者たちの声を受けて、小平医療生
協のよびかけで1997年12月「小平に循環バスを
走らせる会」が結成され、市議会への請願運動
が始まった。賛同署名は6500筆に達した。

　2000年に入って「第2次小平市バス網対策研究
会」が発足し、10か月の調査の結果が150ページ
の報告書にまとめられた。それによれば、交通
不便地域（駅から500m以上離れた地域）は市内65
町丁のうち30町丁、空白地域（バス停から300m
以上離れ、かつバスの便が1日100本以下の地域）
は43町丁あることが判明し、循環バスの運行の
意義が認められるとして試験的運行を検討する
委員会の設置が提言された。これを受けて、2001
年5月、「小平市コミュニティバス研究会」（会
長：岡並木氏。委員12名のうち3名が市民公募委
員）が発足した。研究会は毎回多数の市民が傍聴
する中で前向きの討議が進められ、後日のコミ
ュニティバス（コミバス）実現に大きく貢献した。

　2004年1月、コミバス1号（愛称募集の結果“に
じバス”に決定）の試行運行が始まった。早くも
半年後には利用者数累計10万人を突破、1日の利
用者数も目標とした650人を超えた。しかしこの
実績は、市内で最も賑やかな地域の一つである
中心部（小平駅南口―津田公民館）を選んだ結果
であり、市の辺境地域の住民から「私たちの地
域にこそコミバスを」の声が澎

ほうはい

湃として起こっ
た。この日から全市的な公共交通不便地域解消
への新しい運動が始まった。
　市内4地域に「コミバスをこの地域に走らせて
ください」の請願署名運動が一斉に起こり、2004
年9月「小平に循環バスを走らせる連絡会」（4請
願団体の連絡体）が発足、11月には「連絡会ニュ
ース」1号が発行された。12月に、それまでに集
まった賛同署名簿を添えて3地域の請願書が市議
会に提出された。（他の1地域は翌年2月に提出）。
付託を受けた市議会建設委員会の集中的な審議
には毎回多数の市民が傍聴した。約20回に及ぶ
審議を経て、2005年12月の市議会は上記請願を
全員の賛成で一括採択した。賛同署名は最終的
に25000筆を超えた。この年3月の市長選挙では、
連絡会は両候補に公共交通についての公開質問
状を出し、この問題を重視する新市長の誕生に
貢献した。就任早々のタウンミーティングで市
長は“にじバス”路線の拡大を発言した。

　2005年6月、市長からの諮問の形で「総合的な
交通体系のあり方懇談会」が市のまちづくり課
を事務局として発足した。会長に交通ジャーナ
リストの鈴木文彦氏がつき、ユニークな運営・
活動方法がとられた。全市域を上記各請願に対
応した4地域に分け、それぞれに地域懇談会をも
うけて、その運営及び親懇談会との連絡を市民
公募委員が担当した。これによって各地域の住
民の声を広く把握するという趣旨であった。

　2006年3月、「あり方懇談会」が報告書を市長

	 　	小平市における公共交通不便地域解消運動	 渡辺　進投稿
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に提出した。主な結論は次の通り：
① 　青梅街道幹線軸論（現公共交通の実態の改善

と各地域からのアクセス方法）
② 　運賃論（発足したコミバスを継続していくた

めの料金設定の検討）
③ 　市民が支える公共交通→まちづくりとの連

携（地域の役割は地域の実情・特性に応じて異
なる）→「動きが出てきた地域からスタートす
る考え方もある」

④ 　“にじバス”は市全体の公共交通を考える中
で再検討する必要がある

　この報告は下記の2点でその後の行政に巧みに
利用されてきた。

（1）青梅街道幹線軸が機能しているとの前提で、
各地域内の狭い生活交通の問題だけを検討す
る

（2）「次はどの地域に取り組むのか」の主として
議会での質問に対する答弁：「気運の盛り上が
った地域から」（この発言は行政としての主体
性と計画性の欠如を示すものであるばかりで
なく、各地域の連帯を困難にし、足の引っ張
り合いを生み出す恐れがある）

　しかし、公共交通不便地域解消への市民運動
は、遅々としながらも、また紆余曲折しながら
も、止まることなく進んできた。

　2006年7月、行政と「大沼地域循環バスの会」
との懇談の場で、行政側が「NPOを立ち上げれ
ば市も支援する」と発言。連絡会はこれを重視
し「市はNPO立ち上げに介入すべきでない」と
して断った。

　2007年8月、「大沼・花小金井地域「コミタク」
（コミュニティタクシー）を考える会」が発足し
た。これは地域公共交通にかかわる諸法令の改
正が進んでいる中で、新しく公共交通を起こす
ために必要な「地域関係団体の合意」を得る段
取りとして行政が創り出したものと考えられ、事
務局は行政が担当した。この「考える会」の合
意により、翌年3月、大沼ルートのコミタク実証

実験が実施された。約1年にわたる実証実験の結
果を受けて、2009年3月、法律に基づく「小平市
地域公共交通会議」（会長：鈴木文彦氏）が設置
され、この会議の決定により同年9月、大沼地区
のコミタク本格運行が開始された。
　大沼地区の流れに少し遅れて、「小川・栄町地
域コミタクを考える会」が2008年12月に設置さ
れた。毎月1回のペースでルート等の検討が進み、
現在、実証実験運行の概要（5月10日スタート予
定）が事務局から発表されている。

○小平市における公共交通不便地域解消運動の
課題（順不同）
①　「考える会」の役割は ?
　 行政の側から：法令に基づく施策の実施に必

要
　 市民運動の側から：草の根的エネルギーが出

てきにくい。
②　関係法令の変遷の経過とその背景は ?
　 道路運送法、道路構造令、道路交通法、……

集団学習を !
③　道路の使い分けを考える。
・道路使用の優先順位：（社会的弱者から）車イ

ス＞歩行者＞自転車＞バス＞トラック＞マイ
カー

・道路の使い分け：
・ 歩道は歩行者のためのもの（自転車の歩道走

行は原則禁止です ! ）
・ 車道の左端に自転車レーンを（小平駅南の
“あかしあ通り“に計画進む）

・狭い生活道路、歩道と車道の区分のない道
路の扱い方

④移動手段としての自転車の意義を考える。
・CO2発生抑制に最適
・経済的で健康的
・マイサイクルとコミュニティサイクル、自転

車タクシー、……
・ 違法走行、違法駐輪→自転車事故の増加（自転

車は車両の仲間です ! ）
（東京都小平市在住）
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　今年に入ってから世界中を駆け巡った（※1）ト
ヨタ社製自動車の相次ぐ不具合問題は、国内で
も大きく報じられ、皆さんご覧になっていると
思います。
　ところが、私が気になったのは、国内外の政
府やマスメディアの姿勢に大きな差があったこ
と。発信地の米国では当該トヨタ車の危険性に
ついて大きく報じられていたのに対し、日本国
内のマスメディアでは、不思議なことに、会社
の「信用」やら会社への「影響」やらが盛んに
心配されていた半面、私たちが毎日歩く道路の
安全は大丈夫か ? といった心配は誰もしていな
いかのように、そうした報道はまるで見られま
せんでした。
　鉄道や航空で安全上の問題が起きたときに、

「会社が大丈夫か ? 」などという心配をする人は
ごく一部で、大多数の人はまず「安全なのか ? 」
と心配するでしょう。実際、2005年4月25日に福
知山線での脱線転覆事故を起こしたJR西日本は
組織の隠蔽体質まで問い質され、5年経った今も
大きく報じられています。日本航空の経営再建
問題でも、経営陣の責任と安全確保が指摘され
ました。ところが事が自動車になると、私たち
の安全はそっちのけで、皆がこぞって会社の心
配をするのが、日本国内での実情のようです。海
外ではしきりに指摘されているトヨタ社の隠蔽
についても、国内で疑念を差し挟む報道は見ら
れませんでした。
　施政方針演説で「経済のしもべとして人間が
存在するのではない」政治をするのだと宣言し
た鳩山首相をはじめとする政府からも、「（会社
に）信用を取り戻してほしい」というコメントが
出た半面、残念ながら、道路上の安全確保に関
するコメントは出なかったようです。
　去年・一昨年と「世界道路交通犠牲者の日」の
リーフレット制作に携わるなど、「安全に道を歩
きたい」と願い日々活動している私たちですが、
この記念日に関する国連の資料には、毎日のよ
うに世界で起きている交通犯罪のいずれもが、

「日常茶飯事」になってしまったがゆえに、報道

さえされなくなってしまった、と記されていま
す（※2）。国連が指摘するくらいですから世界的
な問題なのでしょうが、日本でのその状況は、あ
まりに度を越しているように感じられるのです。
　こうした中で、トヨタ社の問題が過小評価さ
れていたと紹介する興味深い記事を見つけまし
た。記事の書き出し部分のみ引用します。

トヨタは隠さずとも隠れていたのだと英語メ
ディア（gooニュース、2010年 2月 3日）
――本日の言葉「underestimate」（過小評価する）
http://dictionary.goo.ne.jp/study/newsword/
wednesday/20100203-01.html

　「品質のトヨタ」と自分たちがあれだけ評価
していたトヨタについて、「トヨタは隠蔽を否
定している」などとわざわざ記事で書かなく
てはならない状況に、英語メディアも驚き呆
れ、そして残念に思っている。なぜこうなっ
たか、それはトヨタが「拡大しすぎたからだ」

「問題から隠れていたからだ」と分析する複数
記事の行間からは、そんな思いがにじみ出て
います。 （gooニュース　加藤祐子）

　日本のマスメディアは総じて「隠蔽」とすら
書かず、同社の公式発表をさも当然のように報
じていたことが記憶に残っていますが、ここで
指摘されているようにトヨタ社が「拡大しすぎ
た」「問題から隠れていた」ことが、私たち日本
人にとっても、自動車問題がここまで意識され
ていないことの原因になっているように感じら
れます。
　この「隠れていた」という指摘は、自動車の
安全上の問題はもとより、様々な環境負荷やク
ルマ依存がもたらす問題、2010年総会後の講演
会（※3）でご紹介いただいた道路建設や緑地破壊
の問題などにも共通しているように思います。実
際、自動車産業の隆盛や自動車・道路の利便性
が大きく報じられているのに比して、自動車に
まつわる深刻な問題のいずれもが、国内のマス

	 　隠れてしまっている自動車問題	 井坂洋士投稿
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メディアで報じられることはほとんどありませ
ん。
　上記記事中では、トヨタと日本航空を一括し
て「利用者の生命に関わる商品を提供する会社」
と指摘していますが、自動車産業の場合は利用
者に留まらず、何の関係もなくただ道を歩いて
いた、自転車などで居合わせた人をも安易に殺
傷してしまいかねない（現実にそうした事件が後
を絶たない）道具なのです。そうした製品を扱う
商売であることを自覚していただかねばなりま
せんし、同社の対応からそうした自覚がうかが
えなかったからこそ、米国などの安全当局はリ
コール隠しの調査を行って制裁金を課し、さら
にブレーキ優先装置（※4）の搭載義務化やリコー
ル隠し制裁金の上限撤廃（※5）などが検討されて
いるのです。
　このときに日本の当局は何をしていたのでし
ょう ? 私たちが毎日歩く生活道路を安全にする
ためにどんな対策を講じたのでしょう ? 私たち
は、何を一番に大切にすればいいのでしょうか。
集団催眠術にでもかかっているかのように、一
番大切な問題に気づきもしない。どこか感覚が
おかしくなっているのではないでしょうか。つ
くづく恐ろしいことだと思います。
　私は、私たちが毎日歩いたり、自転車やバス
などで走ったりしている道路を安心して安全に
歩き走れるようになることを望んで、今の活動
をしています。これはおそらく本会会員の皆さ
んはもとより、会員でない大多数の皆さんにも
共通する願いだと思います。
　一方で、トヨタ社の将来が一番に大切だと思
う人にも一言だけ言わせていただくと、同社を

「裸の王様」にしているのは、周りのマスメディ
アや政府などが（同社にとっての「不都合な真実」
を）誰も指摘しないためなのだと、考え方を変え
てみてはいかがでしょうか。結局は、問題を隠
すことなくきちんと自覚し指摘することが、当

事者を含めた全ての人のためになるのです。
　上記記事では、1年前には「品質のトヨタ」と
持て囃していた英語圏のマスメディアが、この
事件をきっかけに大きく変わったと紹介してい
ました。残念ながら、日本のマスメディアに大
きな変化は見られません。2月に道路上の安全・
安心に関する情報提供をそっちのけでトヨタ社
の業績を心配していた報道各社は、5月にはトヨ
タの米国での新車販売台数が回復した、販促が
奏功した……などという記事を書き立てていま
す。こうしたマスメディアの報道姿勢は、私た
ち国民意識を反映したものかもしれません。
　鳩山首相の施政方針演説よろしく、「経済のし
もべとして人間が存在するのではな」く、私た
ちの生活が第一に尊重される社会へと、国民、報
道、政治、企業などのあらゆる主体に、名実と
もに大きく舵を切っていただく必要がありそう
です。私たちの会が果たすべき役割はかくも大
きいのかと、改めて感じているところです。

※1　日本国内で報じられたのは今年に入ってからですが、
英語圏では以前より報じられていたようです。
※2　2008年制作のリーフレットにも掲載しています。ホ
ームページでもご覧いただけます。･http://sltc.jp/an2008.
html#an20081116
※3　2010年･4月24日の本会総会後に開催された、橋本良
仁さん（高尾山の自然をまもる市民の会･事務局長）の講演会「日
本にまだ道路は必要か―圏央道・八王子での経験から学ぶ」
※4　アクセルとブレーキを同時に踏み込んだ場合にブレー
キの利きを優先させる装置。
※5　トヨタ社は「欠陥隠し」を否定したままリコール隠し
制裁金15億円を支払ったと報じられています。米国の自動
車安全法の規定により、自動車メーカーが米当局に車の欠陥
の報告を怠ったり、虚偽報告をしたりした場合の制裁金につ
いて、現在は約1637万ドル（約15億円）が上限と規定されて
いますが、これが撤廃された場合、先のトヨタ社の事件では
総額138億ドル（約1兆3000億円）にのぼると指摘されており、
それだけ虚偽報告の抑止が喫緊の課題となっているのです。

（神奈川県川崎市在住）
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　この間の暮らしの中で、それに出会うと気分
のよくなることばがあることを知りました。表
題はそのうちの二つです。私の暮らしの基調と
合致しますし、私が関心をもつ交通・環境・ま
ちづくりに示唆を与えてくれています。
　昨年参加したある集いの帰路、チラシにつら
れて立ち寄った居酒屋で目にしたのが、「少車多
歩」です。「健康十訓」の一つとして紹介されて
いたものですが、この1年間の私の暮らしを象徴
することばです。
　それまではついクルマを使用していたのです
が、できるだけ歩いて用事を足してきました。当
初は葛藤がありましたが、今では“クルマ依存症”
から脱したようです。
　歩いて行くと、クルマでは見つけられない思
わぬ発見がありました。横道・抜け道をみつけ
た時のワクワクさは、童心そのものです。やっ
と二人が通れるこの道を歩いて行くと、枝が垂
れかかり、下草がのび、ドングリがころがり、ク
モの巣もあります。仲間たちと道草していた頃
が思い出されました。そして、人が集まる所に
道ができるということを実感しました。

　この道にはクルマは入ってこられません。戦
後（とりわけ1960年代以降）の日本はクルマの大
きさに合わせて道をつくってきた、そう思って
きた私には、歩くことが道をとりもどす第一歩
のように思えました。

◆
　一方、「アンダンテ」は、私の住む町を撮影地
に昨年完成した映画『アンダンテ～稲の旋律～』

（旭爪あかね原作・新妻聖子主演・金田敬監督作
品）で知ったことばです。歩く速さで、「ゆっく
りと」を意味する音楽用語である「アンダンテ」
は、私の暮らしの進む度合いにぴったりです。
　同級生が「3回目の成人式（還暦）」を迎えた折、

「ゆっくりと歩みたい」と述懐していたことを思
い出しました。まったく同感です。
　クルマに振り回されるせわしない暮らしでは
なく、拙速を避け、巧遅でよいと考えてきた私
の暮らしは、今の社会を私なりに問い直すこと
です。それは、脱「クルマ社会」であり、脱「ス
ピード社会」です。

（千葉県山武郡在住・非会員）

	 　「少車多歩」と「アンダンテ」	 椎名文彦投稿

　問い直す会事務局では、総会の案内などを電子メール（パソコンあるいは携帯メール）でも
発信することを検討しています。希望される方は、会のメールアドレス kstn@red.zero.jp 宛
てにお申し込み下さい。

電子メールによる情報提供
お知らせ
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■ 「都市縮小」の時代

矢作　弘著
角川oneテーマ21

（新書）
740円
2009年12月刊
出版社　角川書店

　高度経済成長期には、土地を浪費し、クルマ依
存の土地利用を前提に、郊外の無秩序な拡大（ス
プロール化）が進んだ。日本の総人口が減少する
中で、10万人以上都市のおよそ半分が人口の減少
する都市となっている。こうした都市の縮小は、
日本だけのことではなく、世界レベルでみても、
人口10万人以上の都市の約1/4が縮小している。
都市が縮小することは、経済活動の衰退、雇用機
会の減少、地方財政の圧迫をもたらすので、おお
むね、マイナスに評価しがちである。よって、多
くの地方都市の将来計画は、“大きいことは良い

ことだ ! ”との妄信の下に、近い将来、人口が増
加に転ずることを期待してきた。
　これに対し、筆者は都市の縮小を経験した欧米
の都市の事例などを基に、① 賢く衰退すること

（P.5）②時代の要請に適合するように都市の縮小
を誘導すること（都市規模の創造的縮小）（P.30）
③ 高度経済成長期と逆の高密度の土地節約型、
クルマに依存しない土地利用を前提とした都市構
造（集約型都市構造）を構築すること（P.40）で、都
市の縮小のプラス面を享受できる、と主張する。
　都市が縮小することは、① それまでのムダ遣
い体質を反省し、環境を重視しながら豊かさを
追求する（P.5）② 量を増やすことに躍起になるの
ではなく、質的な豊かさに重心を置く ③ ゆった
りとした生活のテンポは、心を豊かにしてくれ
る ④ 縮小する人口規模に応じて拡散した都市域
を縮退させ、その跡地は自然に返す（P.31）などの
チャンスとなるからである。
　人優先の社会・クルマを減らし公共交通を重
視・地球環境の保護・過剰な道路はいらない等
の“クルマ社会を問い直す会”の主張は、都市の
縮小が誰の目にも明らかとなった今こそ人々に
とってますます認めやすくなったのではないだ
ろうか。 （田中　牧・横浜市南区在住）

　2010年4月30日、東京新聞に以下の投稿をしま
したので御報告いたします。採用はされません
でした。 清水真哉（世話人）

＊　　　　　＊　　　　　＊

　愛媛県宇和島市でパトカーによる追跡で無関
係の市民が死亡する事故が発生した。国民の生
命財産を守るべき警察としてあり得べからざる
ことで、警察の業務上過失致死として捜査し立
件する必要がある。二月には名古屋市で警察に
追跡された車両が三人を轢き逃げするという大

事件が発生しており、この種の事件は頻発して
いる。現在、警察は違反車両があるとサイレン
を鳴らして追跡しているが、追跡される者の心
理から異常な暴走行為に走ることは十分に予測
される。警察は常に「追跡に問題はなかった」と
いう立場であるが、危険なカーチェイスは原則
的にするべきでない。車両ナンバーさえ確認し
ておけば、身柄の確保は不可能とは思われない。
警察の業務は、道路上の一般市民の身体生命を
危険に曝してまで遂行されるべき優先性がある
訳ではないことを警察は肝に銘じるべきである。

おすすめ書籍の紹介

会員の新聞投稿
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　総会出欠票で寄せられた会員からのメッセー
ジを順不同でご紹介します。

●自転車に乗って、あちこちの道を見に行きた
いですね。●生まれ育った地に帰りました。終
の栖のつもりで帰った街は道路拡幅の是非を巡
って揺れています。大都市神戸にあって、市バ
スすら通らない谷あいの小さな町。それだけに
川遊び、浜辺の遊び、山遊びができる自然豊か
な子どもにとっては楽園です。街の古くからの
歴史を知っているということで「町づくり協議
会」に呼ばれました。後藤さんに送って頂いた
今井さんのパンフを活用して道路を拡幅せずに
安全（消防、救急）を工夫することを提言してい
ます。どんな結論になるか予断を許しませんが
頑張ってみたいと思います。92年に立ち上げた

「アースデーひょうご」に復帰しました。今年は
「大気汚染と健康被害」の講演会と市中の自転車
パレードを企画しています。●仕事でどうして
も都合がつかず申し訳ございません。●地方で
の会員の集まりなどあるとよいと思います。公
共交通機関やコミュニティバスの利用促進につ
いて具体例を知りたい（当市のコミュニティバス
のルートなどを利用者の声を入れて変えたら、か
えって利用減になってしまいました）。●総会の
御盛会を祈念致します。●京都市では、市民に
脱クルマ社会に向けてということで、市民から
意見を募っています。富山市では、脱クルマ社
会をめざして、自転車を市民で共同使用できる
ようにしていく方向で動き出しています。こう
いった各地の動きと連動して脱クルマの運動を
積極的に押し進めていきましょう。●社会に向
けて、新しい価値観、新しい生き方を提案でき
る会でありたいと思います。皆で頑張りましょ
う !! ●クルマ社会の基本問題に対する斬新な問
題提起に敬意を表します。これからもより身近
な切り口での取りくみを期待しています。●会
員のみなさま、日頃から脱クルマ社会の実現に
むけて、それぞれの生活の場で実践されている
ことと思います。ぼくは、障害をもつ人のリフ

ト車の送迎をしているため、クルマを運転して
いるのですが、それ以外のときには、クルマを
運転しないように心がけています。クルマは歩
く楽しみを奪い、子どもたちの外あそびをつね
に危険にさらしています。ひとりひとりの生活
の現場でのとりくみは小さなものだと思いがち
ですが、これこそが脱クルマ社会に向けて、も
っとも効果的な直接行動だと信じています。●
いつもありがとうございます。●いつもお世話
になっています。会報は読ませていただいてい
ます。活動に参加はなかなか出来ないのですが、
よろしくお願いします。●高齢になり体力的に
東京で開催の総会への参加は少々無理かと思い、
欠席致します。残念です。事務局担当の世話人
の方々の常々の御活躍には感謝申し上げます。会
報は大変勉強の参考になり、改めて、マイカー
は、人類史上、最低で、最悪の交通手段である
事を痛感致して居ます。●盛会をお祈りしてお
ります。●活動が伴わず、名前だけで申し訳な
いですが、引き続き地域活動連絡係をお引き受
けします。●①高速道無料化、定額化、延伸・・・・
といった悪い流れを押しとどめてもらいたい。②
一般道の最高速度を40km/h程度に下げて欲しい。
③いずれは高速道を全廃してもらいたい。●個
人的な活動ですが、別添ファイル（Word又は
PDF。内容は同じです。）のような講演会を6月に
地元名古屋で行います。大変恐縮ですが、東海
地方の会員の方々に告知していただければ幸い
です。●入会してまだ日数が浅く、ぜひ出席し
たかったのですが、地元での行事があり欠席さ
せていただきます。本当はこの会の活動を活発
にしなくてもよい社会ができるといいのですが、
まだ、そのような社会になっていないのが残念
です。●ときどき、駄文を掲載していただき有
り難うございます。北海道在住という事情ゆえ、
このようなかたちでの「参加」しかできません
が、本会のますますの発展を願っている一人で
ございます。今後ともよろしくお願いします。●
会報はいつも大切に読んでいます。会員の皆様
の地道な活動で、自動車のナンバープレートカ

2010年度総会への会員メッセージ
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バーの禁止が実現されて嬉しいです。最近はナ
ンバープレートを90°に取り付けたバイクを良
く見かけるが、これも禁止にして欲しいもので
す。運転中の携帯、カーナビ、大音響のステレ
オ、スピード違反、遮光カーテン、遮光フィル
ム、ナンバープレート隠し、etc と何でもありの
無法地帯的交通状況を目にするたびに、腹わた
が煮えくり返ります。車は犯罪者を生み出す道
具だと実感します。伊藤礼さんの「こぐこぐ自
転車」「自転車ぎこぎこ」が大変面白く、家内と
共に腹を抱えて笑っています。こういう本を読
んで自転車好きが増えることを願っています。●
よろしくお願いします。●クルマ社会は自滅に
向かっています、石油ピーク論の正しさはほぼ
証明されたようですし、若者のクルマばなれも
着実に進んでいます。今こそ日本社会そのもの
がクルマ離れする最高のチャンスです。●先回
お送りいただいたパンフレットは、とてもよく
できていると思います。50枚ほどお送りいただ
けたらと、お願いしようと思いながら、メール
さえできずにいました。今後もこうした啓発に
つながる取り組みをよろしくお願いします。活
動に参加できませんが、パンフを身近な人に配
ったり、少しでも、身近でできることをしたい
と思っています。世話人の皆様、いつもありが
とうございます。●日頃は関西在住のため、会
の行事に参加できずに失礼しております。現在、
京都市においては「歩くまち・京都」を政策の
中心にして、さまざまな取り組みを行っていま
す。会報へレポートを送りたいと思いながらで
きずにおりますが、会報から得た情報を市の自

転車対策の委員会などで紹介し、京都でもボン
ネルフやカーフリーデーの実施を提案しており
ます。京都においても、公共交通の利用促進は
地球温暖化対策の面ばかりが目立っております
が、交通事故に関してももっと広く伝えていき
たいと会員の一人として微力ながら活動してお
ります。●いつも有り難うございます。●「2010
年度活動計画案」に全面的に賛成の立場から発
言します。高速道路の通行料金の割引や無料化
等をもっぱら自動車ユーザーのみを優遇する政
策を掲げる新・旧の政権の傲慢さに、激しい怒
りを感じているのは私だけでしょうか。クルマ
に依存する社会の弊害に目をつぶり、自動車メ
ーカーや大手ゼネコン等大企業との癒着を深め、
また、「抑止力」の名のもと軍拡競争にあけくれ
ている。交通弱者を守る方針を示せないほど一
人ひとりの国民の生命や財産をないがしろにす
る勢力に、国の安全保障を語る資格などありま
せん。今国民は、人間らしい生き方とは何なの
か、真剣な模索を始めています。我会の活動が
そのひとつの道標となるものだと確信していま
す。共に頑張りましょう。●クルマ社会を問い
直す会から学んで、地域コミュニティバスの改
善や生活道路での車走行の沈静化、自転車専用
道路や走行環境の整備などをライフワークとし
て、市や県の担当者、県議や市議、自治会や老
人会の友人と楽しみがんばっています。交通問
題を深く見ると、政治との関わりや地域再生の
道筋が見えてきます。中央で地域で会員や理解
者を増やし、世界水準の豊かで安全な街を次世
代にプレゼントしましょう。

世話人・地域活動連絡係からのメッセージ

杉田正明（代表兼会報・再任）（千葉県松戸市在
住）
　メッセージは37ページの「代表より」をご覧
ください。

足立礼子（地域活動連絡係→世話人　会報）
　昨年度は、世話人を降りて地域活動連絡係に

加えていただきましたが、人手不足でまた力及
ばずながら世話人に戻り、杉田正明さん、林裕
之さんとともに会報担当を務めることになりま
した。よろしくお願いいたします。事故や事故
被害を大きく減らすかぎのひとつはクルマの速
度ダウンにあり、それを国全体で進めるような
訴えかけができないものかと考えるこのごろ 
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です。
（東京都三鷹市在住）

清水真哉（事務局メイン・再任）（千葉県習志野
市在住）
　メッセージは38ページの「事務局より」をご
覧ください。

後藤　昇（事務局・再任）（東京都新宿区在住）
　メッセージは38ページの「事務局より」をご
覧ください。

青木　勝（会計・再任）
　会設立以来、世話人を続けています。今年は、
ぜひ関西で集まりを持ちたいと思っています。会
計から、お願いがあります。当会は、現在200名
ぐらいの会員で会費が2000円なので40万円の予
算規模が適当です。けれども、会員との意思疎
通を図ったり、多くの方々に当会を認知してい
ただくためには、充実した会報を発行すること
がとても大切だと思っています。そのためには、
80万円規模の予算が必要となっています。現在
も多くの方に、複数口の会費やご寄付をしてい
ただいています。感謝するとともに、より多く
の皆さまのご寄付をお待ちしています。

（大阪府大阪市在住）

朝倉幹晴（非特定・再任）
　地方自治の世界から、クルマ社会をどう変え
ていくのかできることを皆様と一緒に考え行動
していきたいと思っています。

（千葉県船橋市在住）

杉田久美子（非特定・再任）
　21年度も世話人らしいこともできないまま、終
わってしまいました。それなのに性懲りもなく、
自分でも不思議ですが、22年度もお引き受けし
ます。先日の総会の後の懇親会で地域連絡係の
おひとりが「それぞれの地域で開かれる関連イ
ベント（アースデイ、環境フェア、カーフリーデ
ーなど）を探して、一人でも参加して会のチラシ
とか会報を配る。それを続けていけば、それな
りに認知してくれたり、お呼びがかかったりす

る。」と話されました。勇気が出ました。今年度
こそ、そんな行動を草加市（職場がある）でした
いと思っています。その為にもできるだけ、定
例会に出て、皆さんにいろいろお知恵を貸して
いただこうと思っています。

（千葉県松戸市在住）

林　裕之（会報・再任）
　一部の人間が便利さを享受するために多くの
生命が犠牲になるクルマ中心の社会ではなく、よ
り安全で環境に対する負荷の少ない交通に支え
られた持続可能な社会を築くためにできるだけ
の努力をしたいと思います。よろしくお願いし
ます。

（山口県萩市在住）

　新たに地域活動連絡係をお引き受けいただい
た方からのメッセージです。

神田　厚（新地域活動連絡係）
　この冬の天声人語（2010.2.4）で、『氷がとけた
ら何になる ? 』との小学校でのテストで「春に
なる」と答えた話の虚実が話題になっていた頃、
我が家の小5の娘が社会のテストを持って帰って
来た。
　『人と環境にやさしい自動車づくりで、あうも
のに○をつけましょう ? 』という問いに、選択
肢は4つ。
1. 体の不自由な人が乗りおりしやすい車をつく

る。
2. 燃料をたくさん使うエンジンをつくる。
3. 再利用のできる部品を使った車を設計する。
4. 大きな音をたてて走る車を開発する。
　娘は2と3に○。2は不正解、3は正解として採
点してあった。この2の答えに対するバツを指し
て私は「ほう……チッチ（娘の愛称）はガソリン
をジャブジャブ使う車をつくればガソリン代が
掛るようになり、だんだん人は車に乗らないよ
うになる。そうすると、人と環境にやさしい社
会になると考えたんだね。素晴らしい ! 」とほめ
る（ちゃかす）? と彼女は複雑な顔をした。そう、
彼女は単なる教科書の勉強不足。彼女の教科書
には1と3が正解となるような記述がある。
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　横から答案を覗いた高1の長男が「大きな音を
たてて走る車もいいんじゃない ! 近所迷惑で乗
らなくなるよ ! 」それを聞いた娘は「雨漏りがす
る車もいいんじゃない ? 」……こんな会話が弾
む、へんてこな家族です。
　ただ皆さん、本当に1と3が正解なのでしょう
か ? 例えば、身体の不自由な人の道具としての
車には異論はありませんが、それがあたかも免
罪符のような役割を果たし“よい道具”としての
印象を植え付け、結果としてさらに広く社会の
人々に普及していくとしたら、その先に待って
いるのは“人と環境にやさしい”という世の中な
のでしょうか ? 深く考えると本当に難しい問題
のように思えるのです。
　さて、冒頭の天声人語に対して「春になる」と
答えた答案のコピーが新聞社に送られてきたこ
とが後日報道されていました（天声人語2010. 
2.20）。娘の答案は「春になる」ほど詩的なもの
ではありませんが、私も“取っておこう”と思い
ました。
　そんなクルマなし子育て真最中の父親です。先

日、初めて総会に出席し地域活動連絡係をお引
き受けしましたが、特に“張り切って何かをや 
る”というつもりはありません。気の向くままに
会報に投稿しますので、読まれた方に私の連絡
先をお伝えするという程度の目的です。
　クルマを持っていないばかりか、携帯電話も
持っていない天然記念物的教師です。パソコン
でメールのやり取りはしますが、毎日はメール
チェックはしませんので、私への連絡は手紙か
電話が確実です。
　よろしくお願いします。

（三重県津市在住）

　継続される地域活動連絡係の方でメッセージ
掲載希望のあった方のみ以下に掲載いたします。

冨田悦哉（地域活動連絡係・継続）
　世田谷・目黒あたりにお住いの会員の方々と、
地域の道路を見たり、改善を考えたりできれば
と思っています。よろしくお願いします。

（東京都世田谷区在住）

第1条（目的）本会は、必要・適切と思われる種々の活動
を通じて、自動車に関する認識の転換を図り、今日
のクルマ優先社会を変えることを目的とする。

第2条（会員）本会の目的に賛同する個人は、会員となる
ことができる。同じく団体は、団体会員となること
ができる。会員および団体会員は所定の会費を納め
る。

第3条（活動）本会は、前記の目的を達成するため、次の
各項にかかげる活動を行なう。（1）全国の自動車問題
関連団体との意思疎通、それら団体の活動の後押し、
全国的なネットワークづくり、新たな組織結成の援
助。（2）各地での、あるいは全国組織での改善活動、
啓蒙活動、その他の必要な活動。（3）関係する諸機関
への要求、要望、請願等。（4）会報の発行。

第4条（総会）本会は、毎年会員総会を開き、前年度の活
動内容を総括し、その後の活動の方針を決める。総
会は、会員数の過半数をもって成立する。

第5条（役員）本会には代表1名、副代表1名、世話人若干
名、会計監査2名、および必要に応じて支部長若干名

をおく。いずれも任期は1年とし、再選は妨げない。
役員は、本会則に記されていない事柄に関して、も
しくは本会則に記された不明確な事柄に関して、必
要に応じて判断し、後日、会員総会において承認を
得る。代表に事故ある時は、副代表が代表代理を努
める。役員の選出は会員の互選による。

第6条（組織）事務局をおき、必要に応じて全国各地に支
部をおく。

第7条（会費）会員の会費は年額1口2000円、団体会員の
会費は同じく1口5000円とする。口数は会員の随意に
任せる。

第8条（寄付）本会は寄付を受けることができる。ただ
し、寄付先については役員の判断を必要とし、後日、
会員総会において承認を得る。

第9条（会計）年1回、会員に対して会計報告をする。
第10条（改正）本会則の改正は、会員総会の決議による。

※会則は、『クルマ社会を問い直す会会報　第1号』
（1995年7月発行）に掲載され、施行されました。

クルマ社会を問い直す会　会則
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代表より　　杉田正明

4月24日の総会の冒頭で挨拶させて頂いた内容を
掲載して本号のメッセージとします。

この1年クルマのもたらす弊害は軽減されたでし
ょうか。歩車分離信号はどこまで設置されたでし
ょう。ドライブレコーダーの設置はどこまで進ん
だでしょう。東京都で始まった喘息患者の医療費
救済制度が他の県に拡大したでしょうか。何か具
体的な自動車からの温暖化ガス排出抑制策が決ま
ったでしょうか。どこかで数km以上の路面電車の
新設あるいは復活が決まったでしょうか。皆さん
のまわりに自転車レーンが整備されたでしょうか。

皆さんは公共交通と歩きだけで暮らすことに少
しでも近づけたでしょうか。私は大きく見ると否
定的にならざるを得ません。

ただし個別には少しずつ進んでいることもあり
ます。歩車分離信号は“たまに”ですが見かけるよ
うになってきました。コミュニティバスが走るま
ちも増えているようです。富山で既存路面電車の
路線が環状に連結され中心部がより便利なゾーン
になりました。前号で紹介したように富山市はコ
ンパクトシティに向けて総合的な施策を進めつつ
あります。PM2.5の環境基準が決まったことなど
は大きな成果といえるでしょう。ただし測定体制
の整備とクルマからの排出基準の制定はこれから
です。

私はこの1年を振り返るとこの先よりいっそうク
ルマ社会化が進みそうで、危機感と少し孤立感を
感じます。

エコカー論議が盛んになりました。ハイブリッ
ドカーの販売が伸び、電気自動車への期待が大い
に高まっています。オバマさんはグリーンニュー
ディールとは言っても脱クルマとは言っていない
ようです。彼は都市構造のコンパクト化を言って
いるのでしょうか、私には聞こえてきません。中
国・インドは現在猛烈なクルマ社会化を推し進め
ています。

便利な乗り物であるクルマをやめろと言うのは
大変困難な雰囲気です。日本もこのままでは電気
自動車時代に突入していきそうです。私たちはこ
れをどう捉えどう対処していったらよいでしょう。

中国でも、インドでも、日本でも、クルマ利用

を公共交通へ誘導することが必要です。しかしク
ルマの利用は何らかの形・規模・分野で続くでし
ょう。せめて規制を強力にかけて、事故を起こさ
ないクルマ、PM2.5を排出しないクルマの生産と
利用を強制すべきです。

世の中がなかなか変わらないの理由の一つは私
たちがあまりに非力であり、仲間をなかなか増や
せていないためでしょう。私たちは省庁交渉を行
うことが出来ていません。省庁に応じさせるだけ
の常日頃の提案・キャンペーンが出来ていません。

ただし昨年度は民主党の無定見な暫定税率撤廃
と高速道路無料化政策に反対する意見書を他の市
民団体に先駆けて送付公表したことはそこそこ誇
って良いことでしょう。

私たちは自身の現状を踏まえて、出来るだけ個
性的な特色ある活動を、非力なだけに効率的に行
うことを考えなくてはいけないでしょう。

私達の会はクルマの問題全般を扱っていること
が特色でしょう。これを踏まえると脱クルマの基
礎的で包括的な提案を目指すべきと私は考えます。
また重要だけれども他の団体がまだ提案出来てい
ない重要問題解決策を目指すべきとも考えます。

私が世話人を引き受けて以降機会あるごとに述
べさせてもらっている「クルマの外部費用課税」
は前者すなわち基礎的で包括的な提案に沿うもの
と私は考えています。一方他の団体がまだ提案出
来ていない重要問題解決策としては、交通事故予
防のための政策提案があると私は考えています。
これまた繰り返し述べさせてもらっている「クル
マの安全性能基準制定」の提案はこれに沿うもの
と私は考えています。

問い直す会は、会員がそれぞれの持ち場で出来
ること・問題と受け止めることにそれぞれ取り組
んでいく、他の会員や周りの人と連携・交流して
取り組んでいく、これが基本と思います。ただし
それはそれとして、会全体を世話する立場にある
世話人としては、個別問題の中では重要で改善効
果の大きい方策の提案に取り組み、また一方クル
マ社会を基礎的なところから包括的に転換させう
る方策の提案を探っていきたいと考えています。
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●4月24日（土）に問い直す会の総会が開催されまし
た。寂しいことに総会の参加者は減少し続けてい
ます。それ以前に、そもそも会員数が漸減を続け
ています。会勢が衰えてきているという訳ですが、
しかしこれは逆説的ながら会の活動の成果とも言
えるのです。
　交通事故死者数が減少し、その中でも世間の怒
りを掻き立てる、飲酒運転などの犯罪性の高い事
故が減りました。首都圏ではディーゼル自動車の
排ガスに対策がとられ、排ガスの規制値も強化さ
れました。
　現会員中にも身近な人間が交通事故に遭ったと
か、自身が大気汚染の健康被害に苦しんでいると
いったことが切っ掛けで入会された方も多いかと
思いますが、大気汚染の状況が改善し、交通事故
の犠牲者の数が減れば、そうした出来事を運動の
パワーとして入会される方も減る訳です。会は存
続するためにあるのではなく、交通禍や公害を無
くすことが目的であれば、その目的は次々と実現
されていっていると言えます。
　しかしクルマ社会については、問い直されるべ
き大きな問題がまだまだ残されています。
　大局的な問題としては、地球温暖化の問題を忘
れることは出来ません。温暖化という喫緊の課題
に対して、最も対策が取り易く効果の高いことは、
マイカーの利用を止めることでしょう。
　国内的にはあらゆる道路建設に反対していくこ
とが必要です。人口の減少、鉄や原油やゴムなど
の資源価格の高騰を前にして、道路の需要が減少
していくことは確実であるのに、道路容量を今よ
り増やす必要があるはずはありません。道路を増
やさないことは、コンパクトシティを実現し、必
要以上の自動車利用を増やさないための第一歩で
す。
　これらの問題にも関係しますが、自動車の利用
者は自動車の利用が可能になるために社会が負担
しているコストを十分に支払っておらず、社会的
公正という立場から当然の支払いを求める運動を
する必要があります。自動車利用を優先する政策
が、社会に対してトータルでどれだけの負荷を課
し、非効率を生んでいるかを明らかにしなくては
なりません。
　こうした問題に当会は取り組んでいかなくては
なりませんが、これからの道は、これまでの道よ
り厳しいものであることを覚悟するべきです。

　それは交通事故が最大のテーマだったときは、
交通事故を減少させるという目標に反対する国民
はおらず、悲惨な事故を目にして国民の怒りは燃
え上がりました。汚染された大気の質を改善する
こと自体は皆が望むことでしょう。
　しかし、マイカーの利用を自粛させたり、道路
建設に反対していくことや、社会的費用を発生者
に負担させるという課題は、まだまだ抵抗する勢
力が大きく、運動には力を要するのに味方は少な
いというのが実情です。より困難な状況での闘い
が待ち受けていることを知っておかなくてはなり
ません。
　無論、交通事故、大気汚染の問題もまだまだ本
当の解決には遠い重要案件であり、会の活動の柱
です。
　またそれらとは別に、もっとポジティブな、例
えば高齢者にも渡り易い「バリアフリー道路」と
いった切り口から、新たにクルマ社会の問題に取
り組んでいけないものかと思います。鉄道駅のバ
リアフリーには多額の公費が投ぜられていますが、
道路についても同水準のバリアフリー化が追求さ
れて然るべきでしょう。単に事故が無いだけでな
い、歩き易い道、自転車で走り易い道といった「道
路の質quality of roads」という、より高い目標を
掲げていきたいものと思います。
　最後になりますが、今年度も後藤さんとともに
事務局担当の世話人として務めさせて頂きますの
で、会員の皆様よろしくお願い致します。

（清水真哉）

●今年も清水さんとともに、事務局を担当します。
よろしくお願いします。今年も、抱負を書きたい
と思います。
　今年は、母親と住むため、秋に故郷の宮城に帰
る予定で、事務局としては最後の年になると思い
ます。そこで、有終の美 ? を飾れるよう、事務局
の仕事をきっちり行うようにしたい、と思います。
　まず、パンフレット等を送ってほしいという要
望には、引き続き、できるだけ速やかに対応した
いと思います。また、会報とともに、事務局から、
というチラシを入れており、その中に会員に参考
にしてもらおうとイベントの情報を記載している
のですが、会員により参考にしてもらえる情報を
記載するべく、どれだけできるかわかりませんが
頑張りたいと考えています。 （後藤　昇）

事務局より　　清水真哉・後藤  昇
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2010年度会費の振込みをお願いします。
当会運営のため、複数口の会費と寄付をお願いします。

　会員の皆様、会費の振り込みやご寄付をいただきありがとうございます。
　ラベルシールの宛て名の上部に「09済」「10済」と記載しています。それぞれ、2009年度、2010年度までの会費を
払い込んでいただいたことを表しています。
　2010年4月1日から2010年4月28日までの会費・寄付納入者・団体は32個人・団体です。
　年間の会費は、個人が一口2000円、団体が5000円です。
　当会は、皆様の会費・寄付で運営されています。ぜひとも、2010年度の会費を振り込みいただき、継続して会員
になっていただくようお願いいたします。また、複数口の会費や寄付もよろしくお願いいたします。
　会費や名簿管理の件でお問い合わせがあれば、（別紙名簿）青木までご連絡ください。

会計より　　青木  勝

　会報の表紙など、会の主張を伝える活動に活用させていただける写真を募集しています。ご協力をお願いし
ます。事務局または会報担当へお送りください。例：おすすめの公共交通機関、歩行者・自転車専用（優先）の
道やまちの風景、逆にクルマ社会の中で失われゆく情景、クルマ優先の危険な現実など。

公共交通・素敵な道などの写真をお寄せください

　お住まいの地域の自治体や議会に出された道路の危険個所の改善要望や提案など、また、行政のパブリックコメ
ントへの意見などの文面を事務局または会報係へお寄せください。活動の参考に、会報で紹介したいと思います。

要望や陳情、パブリックコメントの事例をお寄せください

　地方支部は、ある程度の範囲でまとまって集まったり活動したりするために便利であれば、設立してもよいも
のと思われます。世話人にご提案ください。
　また、地域活動連絡係は、2000年度から設置しています。「世話人ほどでなくとも、少しだけでも会の運営に関
わりたい」、「運営状況をもっとよく知りたい」というような意識の方々が、より積極的に関わっていただくきっ
かけになると考えています。また、世話人とそれ以外の会員の敷居を低くすることや、全国の地域活動を活性化
する意味もあります。世話人を引退しても会をサポートし続けたい、という方も担ってくださっています。
　地域活動連絡係は会則に規定はなく、「クルマ社会を問い直す」に添付される名簿に電話番号や住所を載せてよ
く、会員から気軽に連絡がきても対応できる方」という扱いです。特に重い任務はありませんが、公となる名簿
に名前が載り、会の顔のひとり、という役割にもなります。お気軽に担ってください。

地方支部と、地域活動連絡係の制度について

ブックレット・冊子バックナンバー・会パンフレット等
※当会（杉田聡・今井博之）著作岩波ブックレット『クルマ社会と子どもたち』―定価1冊440円を400円でお分けしま
す（送料は別）。まとめ買いの場合にご利用ください。
※会報『クルマ社会を問い直す』（年4回発行）のバックナンバー（1号～ 59号）―1冊100円でお分けします（送料は
別）。会の15年間の動きを再確認されたい方はぜひお読みください。
※冊子『「クルマ社会と子どもたち」（その後）：交通沈静化の海外の取り組み』（今井博之著・37号に同封）、冊子

「クルマ社会と子どもアンケート」報告集・ダイジェスト版（35号に同封）、冊子「脱クルマ、その課題の広がり」（杉
田正明著・51号に同封）、冊子「子どもにやさしい道がコミュニティを育てる」（今井博之著・59号に同封）、会のパ
ンフレット―これらもご活用ください。会合やイベントなどで配布してくださる方には、必要数無料（送料も無料）
でお送りします。
　以上、申し込みは事務局・後藤（会報60号送付時に同封した名簿参照）まで。

お分けします



40 クルマ社会を問い直す　　第60号（2010年6月）

版下作成：梅沢博　　印刷・製本：日本グラフ　力丸芳文

■東京ミーティング　ご案内 〜東京ミーティングにご参加ください〜
7/24（土）、8/28（土）、9/25（土）

時間　14 : 00 ～ 17 : 00
場所　生活思想社　
　　　東京都新宿区神楽坂2–19銀鈴会館506
　　　 （銀鈴ホールという映画館がある建物の5

階です）
　　　最寄り駅　JR飯田橋駅、地下鉄飯田橋駅
　　　TEL/FAX　03–5261–5931

内容　・情報交流
　　　・活動交流
　　　・意見交流
　　　・ 上記のほかに会報の発送作業やその他

の事務作業をお願いすることがありま
す。

問い合わせ　杉田正明090–6931–6051

●次号発行予定：2010年9月下旬
●原稿締め切り：7月30日（締め切り厳守でお願いし
ます）

●送付先：足立礼子（会報60号送付時に同封した名簿
参照）

●募集内容:（クルマ社会の問題に関連したものに限り
ます。）

・投稿（情報提供や活動報告・活動提案、会や会報へ
のご意見など。字数はおよそ3000字以内。超える
場合はご相談ください。短文でもどうぞ。投稿は1
つの号につき一人1点までとします。

・公的機関等に出された意見書など
・写真（解説つきで）やイラスト
・「私のイチおし」（おすすめの本や場所など）
・･会・会員に関連する報道、投稿記事（新聞、雑誌など）
・･調査研究報告などの長文もご紹介します。ご相談く
ださい。

●原稿は特別な事情のある場合以外は返却いたしませ
ん。

★原稿についてのお願い
・お名前・住所・電話やFax番号を明記してください。
・パソコンあるいはワープロ入力可能な方は、電子メ
ールかフロッピーディスク（Windows・MS-DOSの
Wordファイル）でお願いします。電子メールの場合、
ファイル添付が助かります。

・手書きの場合、原稿用紙に楷書で読み取りやすい濃

さでお書きください。
・タイトルを必ずつけてください。
・文が長い場合、小見出しをつけると読みやすくなり
ます。編集担当者への字数調整や内容整理の依頼は
ご遠慮ください。

・省略した単語や難解な単語は避け、専門的な用語に
はひとこと説明を添えてください。

・写真つきの場合、写真の説明文を原稿の最後に入れ
てください。

●原稿の著作者による校正は原則として行いません。
著作者による校正を行うと編集作業の時間が伸び、
編集側の負担が増えることが多いためです。商業出
版でない我々の会報は、完成原稿を出していただく
ことを原則とします。論文などで特に正確さを必要
とする場合、長文で誤字等が発生しやすい場合など
においては著作者による校正の機会を設けますが、
原則として編集者の校正に任せていただきます。尚
いただいた原稿で明らかな誤字脱字、明らかに不適
切な言い回しがあり訂正すべき方向が明白な場合に
おいては、著作者にお断りすることなく修正させて
いただくことがありますのでご承知おきください。

●会報は現在当会のホームページhttp://toinaosu.org
でそのままpdfファイルにて全面的に公開しておりま
す。原稿をお寄せくださる方は、その点あらかじめ
ご承知おきください。また名前について匿名を希望
される方はあらかじめお知らせください。

■「クルマ社会を問い直す」原稿募集のご案内 ■


